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○ 県道大野東松山線の区域の変更（東松山県土整備事務所） 

○ 県道本庄寄居線の供用の開始（本庄県土整備事務所） 

○ 県道騎西鴻巣線の供用の開始（行田県土整備事務所） 

○ 県道行田蓮田線の供用の開始（行田県土整備事務所） 

○ 県道西関宿栗橋線の区域の変更（杉戸県土整備事務所） 

○ 県道西関宿栗橋線の供用の開始（杉戸県土整備事務所） 

○ 直接請求のための署名収集禁止期間（選挙管理委員会） 

○ 不在者投票を行うことができる施設の異動（選挙管理委員会） 

○ 監査結果の公表（監査第二課） 

○ 措置通知の公表（監査第二課） 
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○ 財政的援助団体等の監査結果の報告（監査第一課） 

 

 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
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埼
玉
県
公
安
委
員
会
等
が
行
う
事
務
に
関
す
る
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉

県
条
例
第
二
十
三
号
）
（
交
通
総
務
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

道
路
交
通
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
運
転
者
講
習
手
数
料
額
を

定
め
る
た
め
の
改
正 
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内
容 

 
 

別
表
第
七
号
の
表
第
十
四
号
ヨ
中
「
第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
十
五
号
」
の
下
に
「
又
は
第

十
六
号
」
を
加
え
る
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施
行
期
日 

 
 

令
和
五
年
七
月
一
日 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
係
る
信
号
機
等
に
関
す
る
基
準
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定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
二
十
四
号
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交
通
規
制
課
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趣
旨 

 
 

信
号
機
の
基
準
に
つ
い
て
歩
行
者
用
青
信
号
に
従
っ
て
通
行
す
る
対
象
に
特
定
小
型
原
動
機

付
自
転
車
を
追
加
す
る
こ
と
に
伴
う
基
準
の
改
定
を
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 
 

第
二
条
第
二
号
中
「
自
転
車
」
を
「
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
（
道
路
交
通
法
（
昭
和
三 

 
 

 

十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
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型
原
動
機
付
自
転
車
を
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び
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え
る
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の
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例
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一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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す
る
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 埼玉県道路交通法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和５年６月30日 

                     埼玉県公安委員会委員長 桐 澤 重 彦 

埼玉県公安委員会規則第６号 

  埼玉県道路交通法施行細則の一部を改正する規則 

 埼玉県道路交通法施行細則（昭和41年埼玉県公安委員会規則第２号）の一部を次のように改

正する。 

 目次中「自転車運転者講習」を「特定小型原動機付自転車運転者講習等」に改める。 

第２条の２第１項の表(2)の項中「二輪の自動車・原動機付自転車通行止め」を「二輪の自

動車・一般原動機付自転車通行止め」に、「「自転車通行止め」を「「特定小型原動機付自転

車・自転車通行止め」に、「自転車専用」を「特定小型原動機付自転車・自転車専用」に、「

自転車及び歩行者等専用」を「普通自転車等及び歩行者等専用」に改める。 

 第９条第１項第２号の表原動機付自転車の項故障車等の種類の欄中「原動機付自転車」を「

一般原動機付自転車」に改め、同条第２項第２号中「原動機付自転車」を「一般原動機付自転

車」に改める。 

第18条第１項中「原動機付自転車」を「一般原動機付自転車」に改める。 

 「第７章の２ 自転車運転者講習」を「第７章の２ 特定小型原動機付自転車運転者講習

等」に改める。 

 第28条中「第108条の２第１項第15号」を「第108条の２第１項第16号」に改め、同条を同条

第２項とし、同条に第１項として次の１項を加える。 

  法第108条の２第１項第15号に掲げる講習（以下「特定小型原動機付自転車運転者講習」

という。）を受けようとする者は、別記様式第29の２の納付書を交通総務課長を経由して公

安委員会に提出しなければならない。 

 第28条の２第２項中「前項」を「前２項」に改め、「規定により」の次に「特定小型原動機

付自転車運転者講習又は自転車運転者講習（以下「特定小型原動機付自転車運転者講習等」と

いう。）に係る」を加え、同項を同条第３項とし、同条第１項中「前条」を「前条第２項」に

改め、同項を同条第２項とし、同条に第１項として次の１項を加える。 

  公安委員会は、前条第１項の納付に基づき特定小型原動機付自転車運転者講習を行った場

合は、受講者に別記様式第30の２の終了証書を交付するものとする。 

 別記様式第29の次に次の１様式を加える。  



別記様式第29の２（第28条関係） 

 

特定小型原動機付自転車運転者講習手数料納付書 

                               年  月  日 

 

   埼玉県公安委員会 殿 

 

                納付者 住 所 

 

                    氏 名 

 

                              年  月  日生 

 

 道路交通法第108条の２第１項第15号に掲げる特定小型原動機付自転車運転者講習に

係る手数料を納付します。 

講 習 

 

 

手 数 料 

   

 

  

   

備 考   

 

  

（埼玉県収入証紙貼付け欄） 



 別記様式第30中「第108条の２第１項第15号」を「第108条の２第１項第16号」に改め、同様

式の次に次の１様式を加える。 

  



別記様式第30の２（第28条の２関係） 

  

                                    

 第    号 

 

特定小型原動機付自転車運転者講習終了証書 

 

     住所 

 

 

     氏名 

 

 

年   月   日生   

 

 

 上記の者は、    年   月   日道路交通法第108条の２第１項

第15号に掲げる特定小型原動機付自転車運転者講習を終了した者であるこ

とを証明する。 

 

 

 

年   月   日    

 

 

 

                     埼玉県公安委員会  印    

 

 

 



 別記様式第31中「第108条の２第１項第15号」を「第108条の２第１項第16号」に改める。 

 別記様式第31の２を次のように改める。 

  



別記様式第31の２（第28条の２関係） 

（注） 該当する項目の□に✔印を記入すること。 

                                   

  

特定小型原動機付自転車運転者講習等終了証書再交付申請書 

 

 年   月   日 

 

  埼玉県公安委員会 殿 

 

                  住所 

 

                  氏名            

 

年   月   日生    

 

 私は、    年   月   日に            において

特定小型原動機付自転車運転者講習等を受講しましたが、次の理由により、

終了証書の再交付を申請します。 

種  類 

 □ 特定小型原動機付自転車運転者講習 

 □ 自転車運転者講習 

理  由 

 □ 亡失   □ 滅失   □ 棄損 

 □ その他（            ） 

備  考  

 



   附 則 

１ この規則は、令和５年７月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の埼玉県道路交通法施行細則第28条の２

第１項の規定により交付されている別記様式第31の終了証書は、この規則による改正後の埼

玉県道路交通法施行細則第28条の２第２項の規定により交付された別記様式第31の終了証書

とみなす。 
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五
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月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所 

 
 

福
島 

清
徳 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
瀬
ヶ
崎
五
丁
目
三
十
八
番
五
号 

二 

契
約
の
期
間
の
始
期 

 
 

令
和
五
年
四
月
一
日 

三 

監
査
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法 

 
 

契
約
で
定
め
る
基
本
費
用
の
額
並
び
に
契
約
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
執
務
費
用 

 

及
び
実
費
の
額
の
合
算 

四 

監
査
に
要
す
る
費
用
の
支
払
方
法 

 
 

監
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
の
提
出
後
に
一
括
払
と
す
る
。
た
だ
し
、
契
約
で
定
め
る
と
こ 

 

ろ
に
よ
り
概
算
払
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
四
十
三
号 

 
令
和
五
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
七
十
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号
（
指
定
納
付
受
託
者
の
指
定
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の
一
部
を
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の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

令
和
五
年
六
月
三
十
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

第
一
号
の
表
指
定
期
間
の
欄
中
「
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
五
年
六
月
三
十
日
」

に
改
め
る
。 

  



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
四
十
四
号 

 
埼
玉
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
七
十
七
号
）
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ

り
、
令
和
四
年
度
の
公
文
書
の
開
示
の
実
施
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。 

令
和
五
年
六
月
三
十
日 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 
 



請求の受付件数及び処理件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実 施 機 関 

受 付 件 数 令 和 ４ 年 度 処 理 件 数 令和５年 

３月末現在

未処理件数 
令和４年度 

受 付 件 数 

前年度から

の繰越件数 
計 開示 部分開示 不開示 取下げ 計 

知 事 2,726 279 3,005 366 2,137 360 73 2,936 69 

教 育 委 員 会 520 2,788 3,308 82 2,892 42 17 3,033 275 

選 挙 管 理 

委 員 会 
210 0 210 50 107 53 0 210 0 

人 事 委 員 会 26 263 289 0 288 1 0 289 0 

監 査 委 員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

公 安 委 員 会 1 0 1 0 0 1 0 1 0 

警 察 本 部 長 1,010 0 1,010 231 596 73 5 905 105 

労 働 委 員 会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

収 用 委 員 会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 注１ 当該年度における申出の件数は、０件である。 

 注２ 「請求」とは埼玉県情報公開条例第７条に規定するものからの請求をいい、「申出」とは同条例第21条第１項に規定するものからの

申出をいう。 

 注３ 件数は、公文書の件数である。 

内 水 面 漁 場 

管 理 委 員 会 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

公 営 企 業 

管 理 者 
272 0 272 27 59 183 3 272 0 

下 水 道 事 業 

管 理 者 
21 0 21 10 5 0 5 20 1 

地 方

独 立 

行 政 

法 人 

県 立

大 学 
16 0 16 16 0 0 0 16 0 

県 立

病 院

機 構 

16 0 16 0 16 0 0 16 0 

合 計 4,818 3,330 8,148 782 6,100 713 103 7,698 450 

 



告

示 
埼
玉
県
告
示
第
七
百
四
十
五
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
並
び
に
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し

た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十

号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
及
び

第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
す
る
機
関
又
は
施
術

を
担
当
す
る
機
関
と
し
て
、
次
の
者
を
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
五
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕
上 

一 

指
定
医
療
機
関 

 

か
ま
た
内
科
ク
リ
ニ

ッ
ク 

磯
貝
医
院 

医
療
法
人
社
団
昌
美

会
上
尾
ハ
ー
ト
ク
リ

ニ
ッ
ク 

医
療
法
人
社
団
健
森

会
元
気
ク
リ
ニ
ッ
ク

久
喜 

医
療
法
人
社
団
真
誠

の
樹
わ
か
ば
診
療
所 

医
療
法
人
社
団
主
仰

会
グ
レ
ー
ス
家
庭
医

療
ク
リ
ニ
ッ
ク 

名 
 

称 

医
療
法
人
社
団
か

ま
た
内
科
ク
リ
ニ

ッ
ク 

磯
貝 

修 

医
療
法
人
社
団
昌

美
会 

医
療
法
人
社
団
健

森
会 

医
療
法
人
社
団
真

誠
の
樹 

医
療
法
人
社
団
主

仰
会 開 

設 

者 

名 

志
木
市
本
町
四
―
一
一
―
一
五

第
二
高
橋
ビ
ル
二
階 

朝
霞
市
三
原
三
―
二
―
五 

上
尾
市
春
日
一
―
四
―
二
二 

久
喜
市
久
喜
中
央
二
―
三
―
二

七 春
日
部
市
小
渕
一
五
九
三
―
一 

春
日
部
市
大
衾
六
一
〇
―
一
〇 

所 
 

在 
 

地 

令
和
五
年
五
月

一
日 

令
和
五
年
四
月

一
日 

令
和
五
年
四
月

十
七
日 

令
和
五
年
六
月

一
日 

令
和
五
年
五
月

一
日 

令
和
五
年
五
月

一
日 

指

定

年

月

日 



か
わ
べ
内
科 

田
中
泌
尿
器
科 

は
た
な
か
赤
ち
ゃ
ん

こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ
ク 

さ
く
ら
ラ
イ
フ
所
沢

ク
リ
ニ
ッ
ク 

所
沢
整
形
外
科
ペ
イ

ン
ク
リ
ニ
ッ
ク 

上
新
井
さ
と
う
ク
リ

ニ
ッ
ク 

社
会
医
療
法
人
社
団

埼
玉
巨
樹
の
会
所
沢

明
生
病
院 

所
沢
胃
腸
科
・
内

科
・
外
科 

つ
る
せ
整
形
外
科 

さ
い
た
ま
胃
腸
内
視

鏡
と
肝
臓
の
ク
リ
ニ

ッ
ク
和
光
市
駅
前
院 

医
療
法
人
晃
山
会 

田
中 

雅
彦 

畠
中 

大
輔 

佐
々
木 

一
元 

湯
舟 

晋
也 

医
療
法
人
春
優
会 

社
会
医
療
法
人
社

団
埼
玉
巨
樹
の
会 

加
納 
良
彦 

一
般
社
団
法
人
勝

友
会 

一
般
社
団
法
人
Ｂ

Ｅ
Ｆ 

深
谷
市
上
柴
町
東
四
―
一
三
―
一

〇 深
谷
市
東
方
町
二
―
一
五
―
六 

狭
山
市
富
士
見
一
―
一
四
―
六
速

玉
テ
ラ
ス
二
階 

所
沢
市
東
町
七
―
六
プ
レ
リ
ュ
ー

ド
一
階 

所
沢
市
東
町
一
二
―
七
Ｓ
Ｈ
Ｉ
Ｍ

Ａ
Ｍ
Ｕ
Ｒ
Ａ
．
Ｂ
Ｌ
Ｄ
二
Ｆ 

所
沢
市
上
新
井
一
―
二
六
―
一 

所
沢
市
山
口
五
〇
九
五 

所
沢
市
東
町
一
二
―
七
Ｓ
Ｈ
Ｉ
Ｍ

Ａ
Ｍ
Ｕ
Ｒ
Ａ
．
Ｂ
Ｌ
Ｄ
一
階 

入
間
郡
三
芳
町
藤
久
保
二
〇
一
―

一
一 

和
光
市
丸
山
台
一
―
一
〇
―
二
〇

Ｍ
．
Ｎ
ビ
ル
三
階
・
四
階 

令
和
五
年
四
月

六
日 

令
和
五
年
六
月

一
日 

令
和
五
年
五
月

十
六
日 

令
和
五
年
六
月

一
日 

令
和
五
年
五
月

八
日 

令
和
五
年
五
月

一
日 

令
和
五
年
四
月

一
日 

令
和
五
年
五
月

一
日 

令
和
五
年
五
月

一
日 

令
和
五
年
五
月

一
日 



セ
キ
薬
局
蕨
西
店 

芙
蓉
堂
薬
局
久
喜
青

毛
店 

春
日
部
ク
ロ
ー
バ
薬

局 医
療
法
人
社
団
博
翔

和
会
ラ
フ
ィ
ネ
デ
ン

タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク 

鶴
瀬
駅
前
歯
科
・
矯

正
歯
科 

新
狭
山
歯
科 

和
光
市
駅
Ｔ
ａ
Ｃ
フ

ァ
ミ
リ
ー
歯
科 

鴻
巣
フ
ァ
ミ
リ
ー
歯

科 シ
ン
ポ
歯
科
ク
リ
ニ

ッ
ク 

北
本
中
央
ク
リ
ニ
ッ

ク 

株
式
会
社
セ
キ
薬

品 有
限
会
社
芙
蓉
堂

薬
局 

株
式
会
社
エ
ス
シ

ー
グ
ル
ー
プ 

医
療
法
人
社
団
博

翔
和
会 

医
療
法
人
社
団
一

心 医
療
法
人
一
茶
会 

大
槻 

里
実 

木
村 
翼 

医
療
法
人
仁
雄
会 

医
療
法
人
北
寿
会 

蕨
市
錦
町
六
―
二
―
四
八 

久
喜
市
青
毛
四
―
五
―
七 

春
日
部
市
谷
原
新
田
二
一
二
四
―

一 桶
川
市
寿
一
―
一
一
―
一
七 

富
士
見
市
鶴
瀬
東
一
―
七
―
三
八

初
音
家
ビ
ル
一
階 

狭
山
市
新
狭
山
三
―
一
二
―
一 

和
光
市
丸
山
台
一
―
九
―
三
イ
ト

ー
ヨ
ー
カ
ド
ー
和
光
店
三
Ｆ 

鴻
巣
市
東
四
―
一
―
八 

鴻
巣
市
東
一
―
一
―
一
第
一
ア
サ

ミ
ビ
ル
三
Ｆ 

北
本
市
本
町
六
―
二
一
七 

令
和
五
年
六
月

一
日 

令
和
五
年
六
月

一
日 

令
和
五
年
四
月

三
日 

令
和
五
年
四
月

一
日 

令
和
五
年
五
月

一
日 

令
和
五
年
六
月

一
日 

令
和
五
年
五
月

一
日 

令
和
五
年
七
月

一
日 

令
和
五
年
六
月

一
日 

令
和
五
年
五
月

一
日 



 

セ
ン
タ
ー
薬
局
桶
川

店 ウ
エ
ル
シ
ア
薬
局
新

座
野
火
止
店 

ぱ
ん
だ
薬
局 

あ
す
な
ろ
薬
局
け
や

木
店 

あ
す
な
ろ
薬
局
け
や

木
南
店 

あ
す
な
ろ
薬
局
東
台

店 え
び
す
堂
薬
局 

大
河
堂
薬
局 

あ
す
か
薬
局
小
手
指

２
丁
目
店 

薬
局
テ
ィ
ー
ダ
北
鴻

巣
店 

株
式
会
社
フ
ァ
ー

ロ
ン
グ 

ウ
エ
ル
シ
ア
薬
局

株
式
会
社 

株
式
会
社
フ
ィ
ー

ル
ド
フ
ァ
ー
マ
シ

ー 株
式
会
社
フ
ィ
ー

ル
ド
フ
ァ
ー
マ
シ

ー 株
式
会
社
フ
ィ
ー

ル
ド
フ
ァ
ー
マ
シ

ー 株
式
会
社
フ
ィ
ー

ル
ド
フ
ァ
ー
マ
シ

ー 株
式
会
社
フ
ィ
ー

ル
ド
フ
ァ
ー
マ
シ

ー 株
式
会
社
フ
ィ
ー

ル
ド
フ
ァ
ー
マ
シ

ー 大
洋
薬
品
株
式
会

社 株
式
会
社
フ
ィ
ー

ル
ド
フ
ァ
ー
マ
シ

ー 

桶
川
市
下
日
出
谷
西
三
―
三
―
四 

新
座
市
野
火
止
六
―
一
六
―
一
三 

深
谷
市
小
前
田
二
五
三
三
―
三 

本
庄
市
け
や
木
一
―
五
―
三 

本
庄
市
け
や
木
一
―
八
―
三 

本
庄
市
東
台
四
―
八
―
二
七 

比
企
郡
小
川
町
大
塚
九
六
―
三 

比
企
郡
小
川
町
青
山
一
四
七
一 

所
沢
市
小
手
指
町
二
―
一
七
―
三

一 鴻
巣
市
八
幡
田
五
三
二
―
一 

令
和
五
年
五
月

一
日 

令
和
五
年
三
月

一
日 

令
和
五
年
四
月

一
日 

令
和
五
年
四
月

一
日 

令
和
五
年
四
月

一
日 

令
和
五
年
四
月

一
日 

令
和
五
年
四
月

一
日 

令
和
五
年
四
月

一
日 

令
和
五
年
六
月

一
日 

令
和
五
年
四
月

一
日 



訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
あ
や
め
富
士
見 

ロ
イ
ヤ
ル
所
沢
訪
問

看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

医
療
法
人
社
団
草
芳

会
三
芳
野
病
院 

訪

問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン ソ
フ
ィ
ア
メ
デ
ィ
訪

問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
朝
霞 

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
は
な
草
加 

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
あ
や
め
北
鴻
巣 

彩
の
あ
げ
お
訪
問
看

護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

ノ
イ
エ
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン 

ア
ス
カ
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン 

ポ
プ
ラ
薬
局 

株
式
会
社
フ
ァ
ー

ス
ト
ナ
ー
ス 

株
式
会
社
社
会
福

祉
総
合
研
究
所 

医
療
法
人
社
団
草

芳
会 

ソ
フ
ィ
ア
メ
デ
ィ

株
式
会
社 

株
式
会
社
Ｏ
Ｚ
ビ

ル
メ
ン
テ
ナ
ン
ス 

株
式
会
社
フ
ァ
ー

ス
ト
ナ
ー
ス 

合
同
会
社
Ｓ
Ａ
Ｉ 

株
式
会
社
Ｍ
Ｃ 

株
式
会
社
ア
サ

ヒ
・
ス
タ
ッ
フ
サ

ー
ビ
ス 

株
式
会
社
ア
ー

ク
・
リ
ン
ケ
ー
ジ 

富
士
見
市
西
み
ず
ほ
台
三
―
一
一

―
一
〇
シ
ャ
ル
ル
み
ず
ほ
四
〇
三

号
室 

所
沢
市
下
安
松
九
四
二
―
一 

入
間
郡
三
芳
町
北
永
井
八
九
〇
―

六 朝
霞
市
本
町
二
―
一
―
一
五
グ
ロ

ー
ウ
ィ
ン
グ
三
〇
一
号
室 

草
加
市
高
砂
二
―
三
―
一
〇
半
藤

ビ
ル
二
Ｆ 

鴻
巣
市
箕
田
五
六
三
―
二
オ
リ
エ

ン
ト
ハ
イ
ツ
Ａ
一
〇
五
号
室 

上
尾
市
原
市
中
三
―
六
―
二
八 

三
郷
市
彦
川
戸
一
―
二
四
―
一 

三
郷
市
戸
ヶ
崎
一
―
二
二
四
―
二 

蓮
田
市
本
町
二
―
一
三 

令
和
五
年
五
月

一
日 

令
和
五
年
六
月

一
日 

令
和
三
年
四
月

一
日 

令
和
五
年
五
月

一
日 

令
和
五
年
五
月

一
日 

令
和
五
年
五
月

一
日 

令
和
五
年
五
月

一
日 

令
和
五
年
四
月

一
日 

令
和
五
年
四
月

一
日 

令
和
五
年
五
月

一
日 



 

二 

指
定
施
術
機
関 

 

医
修
館
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン 

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
睦 

リ
ゾ
・
ラ
イ
フ
訪
問

看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

株
式
会
社
西
芝 

合
同
会
社
ひ
ま
わ

り ウ
イ
ス
テ
リ
ア
株

式
会
社 

鶴
ヶ
島
市
上
広
谷
三
八
二
―
一
ア

ク
シ
ス
ソ
メ
イ
二
〇
二 

加
須
市
睦
町
一
―
六
―
一
六 

加
須
市
砂
原
二
八
七
―
一 

令
和
五
年
六
月

一
日 

令
和
五
年
四
月

一
日 

令
和
四
年
十
二

月
一
日 

森 

亮
輔 

長
田 

国
男 

染
谷 

雅
人 

茂
木 

綾 

氏 
 

名 

    

住 

所 

訪
問
鍼
灸
マ
ッ
サ

ー
ジ
Ｋ
Ｅ
ｉ
Ｒ
Ｏ

Ｗ
竹
ノ
塚
ス
テ
ー

シ
ョ
ン 

ほ
っ
と
す
る
・
お

さ
だ
指
圧
治
療
院 

染
谷 

雅
人 

小
手
指
駅
前
通
り

接
骨
院
・
整
体
院 

名 
 

称 

施 
 

術 
 

所 

東
京
都
足
立
区
竹
の
塚
四

―
九
―
三
パ
ー
ク
サ
イ
ド
ハ

イ
ム
二
〇
三
号 

坂
戸
市
栄
三
四
一
―
七 

三
郷
市
茂
田
井
七
六
三
―

四 所
沢
市
小
手
指
町
一
―
二

六
―
一
―
一
〇
八 

所 

在 

地 
令
和
五
年
五
月

三
十
一
日 

令
和
五
年
五
月

一
日 

令
和
五
年
六
月

一
日 

令
和
五
年
五
月

二
十
日 

指

定

年

月

日 



 

荒
井 

智
佳 

坂
田 

安
弘 

篠
崎 

洵 

冨
田 

有
紀 

    

ハ
ー
ト
フ
ル
鍼
灸

治
療
院
大
宮 

マ
ッ
サ
ー
ジ 

リ

ビ
ル
ド
多
摩 

Ｋ
Ｅ
ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｗ
宮

原
ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

訪
問
鍼
灸
マ
ッ
サ

ー
ジ
Ｋ
Ｅ
ｉ
Ｒ
Ｏ

Ｗ
竹
ノ
塚
ス
テ
ー

シ
ョ
ン 

さ
い
た
ま
市
北
区
宮
原
町

三
―
二
一
四
―
二 

一
〇

一
号
室 

東
京
都
東
村
山
市
美
住
町

一
―
一
九
―
一
―
八
〇
五 

さ
い
た
ま
市
北
区
日
進
町

三
―
四
九
二
―
四
共
立
ハ

イ
ム
一
〇
一 

東
京
都
足
立
区
竹
の
塚
四

―
九
―
三
パ
ー
ク
サ
イ
ド

ハ
イ
ム
二
〇
三
号 

令
和
五
年
五
月

十
一
日 

令
和
五
年
六
月

一
日 

令
和
五
年
五
月

一
日 

令
和
五
年
五
月

三
十
一
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
四
十
六
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項

並
び
に
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び

特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に

お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
又
は
指
定
施
術
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
五
年
六
月
三
十
日 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

指
定
医
療
機
関 

 

二 

指
定
施
術
機
関 

コ
ン
フ
ォ
ー
ト
春

日
部
ク
リ
ニ
ッ
ク 

名

称 

名

称 

変

更

事

項 

春
日
部
ク
リ
ニ
ッ
ク 

変

更

前 

コ
ン
フ
ォ
ー
ト
春
日
部
ク

リ
ニ
ッ
ク 

変

更

後 

細
淵 

大
貴 

早
川 

洋
介 

氏

名 

施
術
所 

施
術
所 

変

更

事

項 

所
在
地 

名

称 

所
在
地 

名

称 

さ
い
た
ま
市
見
沼
区
東

大
宮
四
―
二
六
―
三 

ア
メ
ニ
テ
ィ
ー
サ
ー
ビ

ス さ
い
た
ま
市
北
区
宮
原

町
四
―
九
二
―
一
七 

北
彩
ケ
ア
マ
ッ
サ
ー
ジ 

変

更

前 

所
沢
市
下
安
松
一
八

四
―
一
一 

ホ
ワ
イ
ト
治
療
院 

さ
い
た
ま
市
大
宮
区
大

成
町
三
―
三
三
九
―

二
光
ビ
ル 

ひ
か
り
訪
問
鍼
灸
・
マ

ッ
サ
ー
ジ 

変

更

後 



 

松
村 

哲
也 

金
井 

貴
紘 

佐
々
木 

努 

稲
垣 
国
治 

氏

名 

施
術
所 

施
術
所 

施
術
所 

施
術
所 

変

更

事

項 

所
在
地 

名

称 

所
在
地 

名

称 

所
在
地 

名

称 

所
在
地 

名

称 

所
在
地 

（
追
加
） 

（
追
加
） 

熊
谷
市
村
岡
三
〇
〇

―
五
―
一
〇
二 

Ｋ
Ｅ
ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｗ
熊
谷

中
央
ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

東
京
都
荒
川
区
西
日

暮
里
三
―
六
―
九 

ひ
ら
い
は
り
き
ゅ
う
整

骨
院
西
日
暮
里
院 

狭
山
市
南
入
曽
二
六

四
―
一
〇
三 

き
ら
り
訪
問
マ
ッ
サ
ー

ジ 川
口
市
栄
町
一
―
一

〇
―
一
〇
―
六
〇
五 

変

更

前 

久
喜
市
久
喜
中
央
二

―
四
―
二
六
コ
バ
ヤ
シ

ハ
ウ
ス
二
〇
三 

訪
問
鍼
灸
マ
ッ
サ
ー

ジ
Ｋ
Ｅ
ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｗ
久

喜
ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

加
須
市
久
下
二
―
五

―
九
ス
カ
イ
ハ
イ
ツ
Ｂ

棟
一
〇
三 

訪
問
鍼
灸
マ
ッ
サ
ー

ジ
Ｋ
Ｅ
ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｗ
加

須
中
央
ス
テ
ー
シ
ョ

ン さ
い
た
ま
市
浦
和
区
東

仲
町
一
七
―
一
ソ
レ
イ

ユ
浦
和

 

ひ
ら
い
は
り
き
ゅ
う
接

骨
院
浦
和
院 

東
京
都
東
村
山
市
美

住
町
一
―
一
九
―
一

―
八
〇
五 

マ
ッ
サ
ー
ジ 

リ
ビ
ル

ド
多
摩 

川
口
市
西
青
木
二
―

一
七
―
一
五
―
三
〇

八 

変

更

後 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
四
十
七
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援

に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の

と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
廃
止
の

届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
五
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 

つ
る
せ
整
形
外
科 

か
ま
た
内
科
ク
リ
ニ
ッ

ク 磯
貝
医
院 

医
療
法
人
上
尾
整
形
外

科 河
野
整
形
外
科 

わ
か
ば
内
科
医
院 

グ
レ
ー
ス
家
庭
医
療
ク

リ
ニ
ッ
ク 名 

称 

入
間
郡
三
芳
町
藤
久
保
二
〇
一
―
一
一 

志
木
市
本
町
四
―
一
一
―
一
五
第
二
高
橋
ビ

ル
二
Ｆ 

朝
霞
市
三
原
三
―
二
―
五 

上
尾
市
今
泉
四
―
二
―
一
六 

蕨
市
塚
越
一
―
六
―
一
四
第
一
商
事
ビ
ル
二

階 春
日
部
市
小
渕
一
五
九
三 

春
日
部
市
大
衾
六
一
〇
―
一
〇 

所 
在 

地 

令
和
五
年
四
月
三
十

日 令
和
五
年
四
月
三
十

日 令
和
五
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
五
年
四
月
三
十

日 令
和
五
年
四
月
三
十

日 令
和
五
年
四
月
三
十

日 令
和
五
年
四
月
三
十

日 

廃
止
年
月
日 



   

鶴
瀬
駅
前
歯
科
・
矯
正

歯
科 

黒
野
歯
科 

医
療
法
人
産
婦
人
科 

木
村
医
院 

医
療
法
人
北
寿
会
北
本

中
央
ク
リ
ニ
ッ
ク 

耳
鼻
咽
喉
科
岡
田
医
院 

か
わ
べ
内
科 

医
療
法
人
社
団
白
報
会 

入
曽
整
形
外
科
内
科 

所
沢
整
形
外
科
ペ
イ
ン

ク
リ
ニ
ッ
ク 

上
新
井
さ
と
う
ク
リ
ニ

ッ
ク 

一
般
社
団
法
人
巨
樹
の

会
所
沢
明
生
病
院 

富
士
見
市
鶴
瀬
東
一
―
七
―
三
八
初
音
家
ビ

ル
一
階 

草
加
市
瀬
崎
一
―
一
一
―
五 

幸
手
市
東
二
―
四
〇
―
一
〇 

北
本
市
本
町
六
―
二
三
二 

北
本
市
中
央
三
―
七
一
―
五 

深
谷
市
上
柴
町
東
四
―
一
三
―
一
〇 

狭
山
市
南
入
曽
四
六
二
―
二 

所
沢
市
く
す
の
き
台
二
―
五
―
一
サ
ン
ウ
イ

ン
ズ
ビ
ル
一
Ｆ 

所
沢
市
上
新
井
一
―
二
六
―
一 

所
沢
市
大
字
山
口
五
〇
九
五 

令
和
五
年
四
月
三
十

日 令
和
五
年
五
月
一
日 

令
和
五
年
一
月
十
一

日 令
和
五
年
四
月
三
十

日 平
成
三
十
年
四
月
一

日 令
和
五
年
四
月
五
日 

令
和
五
年
四
月
三
十

日 令
和
五
年
四
月
二
十

八
日 

令
和
五
年
四
月
三
十

日 令
和
五
年
三
月
三
十

一
日 



 

は
な
さ
き
薬
局 

有
限
会
社
コ
ト
ブ
キ
薬

局 シ
ー
デ
ィ
薬
局 

ク
ロ
ー
バ
ー
薬
局 

ぱ
ん
だ
薬
局 

加
須
市
花
崎
北
一
―
一
六
―
一
三 

所
沢
市
小
手
指
町
一
―
三
八
―
一
〇 

オ
ー

デ
ィ
ス
ビ
ル
一
Ｆ 

草
加
市
谷
塚
上
町
五
七
五
―
六 

上
尾
市
今
泉
四
―
八
―
一
八
オ
フ
ィ
ス
プ
ラ

ザ
吉
沢
一
〇
一
号 

深
谷
市
小
前
田
二
五
三
三
―
三 

令
和
五
年
四
月
二
十

七
日 

令
和
五
年
二
月
二
十

八
日 

令
和
五
年
三
月
三
日 

令
和
五
年
四
月
三
十

日 令
和
五
年
三
月
三
十

一
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
四
十
八
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」

と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
（
同
条
第
二
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
介
護
機
関
を
含
む
。
）
か
ら
、

次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
五
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

ア
イ
ン
薬
局
久
喜
店 

ア
イ
ン
薬
局
久
喜
南

店 ア
イ
ン
薬
局
久
喜
本

町
店 

ア
イ
ン
薬
局
春
日
部

西
口
店 

ニ
チ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー

北
秋
津 

ニ
チ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー

飯
能 

ニ
チ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー

狭
山 

 
 

 

名
称 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

変
更
事
項 

東
京
都
渋
谷
区

代
々
木
二
―
一

―
五 

東
京
都
渋
谷
区

代
々
木
二
―
一

―
五 

東
京
都
渋
谷
区

代
々
木
二
―
一

―
五 

東
京
都
渋
谷
区

代
々
木
二
―
一

―
五 

東
京
都
千
代
田

区
神
田
駿
河
台

二
―
九 

東
京
都
千
代
田

区
神
田
駿
河
台

二
―
九 

東
京
都
千
代
田

区
神
田
駿
河
台

二
―
九 

 

変
更
前 

さ
い
た
ま
市
大

宮
区
桜
木
町
一

―
七
―
五 

さ
い
た
ま
市
大

宮
区
桜
木
町
一

―
七
―
五 

さ
い
た
ま
市
大

宮
区
桜
木
町
一

―
七
―
五 

さ
い
た
ま
市
大

宮
区
桜
木
町
一

―
七
―
五 

東
京
都
千
代
田

区
神
田
駿
河
台

四
―
六 

東
京
都
千
代
田

区
神
田
駿
河
台

四
―
六 

東
京
都
千
代
田

区
神
田
駿
河
台

四
―
六 

 
変
更
後 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 

介
護
予
防
居
宅
療
養
管

理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 

介
護
予
防
居
宅
療
養
管

理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 

介
護
予
防
居
宅
療
養
管

理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 

介
護
予
防
居
宅
療
養
管

理
指
導 

訪
問
介
護 

訪
問
介
護 

訪
問
介
護 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 



ま
ん
ぼ
う
薬
局 

ア
イ
ン
薬
局
飯
能
栄

町
店 

は
な
ま
る
薬
局 

金

山
店 

ア
イ
ン
薬
局
狭
山
ヶ

丘
店 

ア
イ
ン
薬
局
毛
呂
中

央
店 

ア
イ
ン
薬
局
鴻
巣
店 

ア
イ
ン
薬
局 

上
尾

駅
前
店 

ア
イ
ン
薬
局 

上
尾

店 ア
イ
ン
薬
局 

八
潮

店 ア
イ
ン
薬
局
久
喜
駅

前
店 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

東
京
都
渋
谷
区

代
々
木
二
―
一

―
五 

東
京
都
渋
谷
区

代
々
木
二
―
一

―
五 

東
京
都
渋
谷
区

代
々
木
二
―
一

―
五 

東
京
都
渋
谷
区

代
々
木
二
―
一

―
五 

東
京
都
渋
谷
区

代
々
木
二
―
一

―
五 

東
京
都
渋
谷
区

代
々
木
二
―
一

―
五 

東
京
都
渋
谷
区

代
々
木
二
―
一

―
五 

東
京
都
渋
谷
区

代
々
木
二
―
一

―
五 

東
京
都
渋
谷
区

代
々
木
二
―
一

―
五 

東
京
都
渋
谷
区

代
々
木
二
―
一

―
五 

さ
い
た
ま
市
大

宮
区
桜
木
町
一

―
七
―
五 

さ
い
た
ま
市
大

宮
区
桜
木
町
一

―
七
―
五 

さ
い
た
ま
市
大

宮
区
桜
木
町
一

―
七
―
五 

さ
い
た
ま
市
大

宮
区
桜
木
町
一

―
七
―
五 

さ
い
た
ま
市
大

宮
区
桜
木
町
一

―
七
―
五 

さ
い
た
ま
市
大

宮
区
桜
木
町
一

―
七
―
五 

さ
い
た
ま
市
大

宮
区
桜
木
町
一

―
七
―
五 

さ
い
た
ま
市
大

宮
区
桜
木
町
一

―
七
―
五 

さ
い
た
ま
市
大

宮
区
桜
木
町
一

―
七
―
五 

さ
い
た
ま
市
大

宮
区
桜
木
町
一

―
七
―
五 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 

介
護
予
防
居
宅
療
養
管

理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 

介
護
予
防
居
宅
療
養
管

理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 

介
護
予
防
居
宅
療
養
管

理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 

介
護
予
防
居
宅
療
養
管

理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 
介
護
予
防
居
宅
療
養
管

理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 

介
護
予
防
居
宅
療
養
管

理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 

介
護
予
防
居
宅
療
養
管

理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 

介
護
予
防
居
宅
療
養
管

理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 

介
護
予
防
居
宅
療
養
管

理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 

介
護
予
防
居
宅
療
養
管

理
指
導 



 

上
柴
薬
局 

ア
イ
ン
薬
局
本
庄
店 

ア
イ
ン
薬
局 

小
川

町
店 

ア
イ
ン
薬
局 

熊
谷

中
西
店 

ア
イ
ン
薬
局 

熊
谷

す
え
ひ
ろ
店 

ア
イ
ン
薬
局 

ふ
じ
み

野
店 

ア
イ
ン
薬
局
宮
代
店 

ア
イ
ン
薬
局 

入
間

新
久
店 

ア
イ
ン
薬
局 

仏
子

店 ア
イ
ン
薬
局 

入
間

野
田
店 

チ
ェ
リ
ー
薬
局 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

東
京
都
渋
谷
区

代
々
木
二
―
一

―
五 

東
京
都
渋
谷
区

代
々
木
二
―
一

―
五 

東
京
都
渋
谷
区

代
々
木
二
―
一

―
五 

東
京
都
渋
谷
区

代
々
木
二
―
一

―
五 

東
京
都
渋
谷
区

代
々
木
二
―
一

―
五 

東
京
都
渋
谷
区

代
々
木
二
―
一

―
五 

東
京
都
渋
谷
区

代
々
木
二
―
一

―
五 

東
京
都
渋
谷
区

代
々
木
二
―
一

―
五 

東
京
都
渋
谷
区

代
々
木
二
―
一

―
五 

東
京
都
渋
谷
区

代
々
木
二
―
一

―
五 

東
京
都
渋
谷
区

代
々
木
二
―
一

―
五 

さ
い
た
ま
市
大

宮
区
桜
木
町
一

―
七
―
五 

さ
い
た
ま
市
大

宮
区
桜
木
町
一

―
七
―
五 

さ
い
た
ま
市
大

宮
区
桜
木
町
一

―
七
―
五 

さ
い
た
ま
市
大

宮
区
桜
木
町
一

―
七
―
五 

さ
い
た
ま
市
大

宮
区
桜
木
町
一

―
七
―
五 

さ
い
た
ま
市
大

宮
区
桜
木
町
一

―
七
―
五 

さ
い
た
ま
市
大

宮
区
桜
木
町
一

―
七
―
五 

さ
い
た
ま
市
大

宮
区
桜
木
町
一

―
七
―
五 

さ
い
た
ま
市
大

宮
区
桜
木
町
一

―
七
―
五 

さ
い
た
ま
市
大

宮
区
桜
木
町
一

―
七
―
五 

さ
い
た
ま
市
大

宮
区
桜
木
町
一

―
七
―
五 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 

介
護
予
防
居
宅
療
養
管

理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 

介
護
予
防
居
宅
療
養
管

理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 

介
護
予
防
居
宅
療
養
管

理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 

介
護
予
防
居
宅
療
養
管

理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 

介
護
予
防
居
宅
療
養
管

理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 
介
護
予
防
居
宅
療
養
管

理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 

介
護
予
防
居
宅
療
養
管

理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 

介
護
予
防
居
宅
療
養
管

理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 

介
護
予
防
居
宅
療
養
管

理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 

介
護
予
防
居
宅
療
養
管

理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 

介
護
予
防
居
宅
療
養
管

理
指
導 



 

ア
イ
ン
薬
局
旭
ヶ
丘

店 ア
イ
ン
薬
局
坂
戸
小

沼
店 

ア
イ
ン
薬
局 
北
本

店 は
な
ま
る
薬
局 

新

座
店 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

東
京
都
渋
谷
区

代
々
木
二
―
一

―
五 

東
京
都
渋
谷
区

代
々
木
二
―
一

―
五 

東
京
都
渋
谷
区

代
々
木
二
―
一

―
五 

東
京
都
渋
谷
区

代
々
木
二
―
一

―
五 

さ
い
た
ま
市
大

宮
区
桜
木
町
一

―
七
―
五 

さ
い
た
ま
市
大

宮
区
桜
木
町
一

―
七
―
五 

さ
い
た
ま
市
大

宮
区
桜
木
町
一

―
七
―
五 

さ
い
た
ま
市
大

宮
区
桜
木
町
一

―
七
―
五 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 

介
護
予
防
居
宅
療
養
管

理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 

介
護
予
防
居
宅
療
養
管

理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 

介
護
予
防
居
宅
療
養
管

理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 

介
護
予
防
居
宅
療
養
管

理
指
導 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
四
十
九
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」

と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
（
同
条
第
二
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
介
護
機
関
を
含
む
。
）
か
ら
、

次
の
と
お
り
再
開
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
五
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 

居
宅
介
護
支
援
事
業

所 

と
こ
ろ
の
苑 

名
称 

所
沢
市
久
米
一
五
三

八
―
二 所

在
地 

居
宅
介
護
支
援 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

令
和
二
年
四
月
一
日 

再
開
年
月
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
五
十
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」

と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
（
同
条
第
二
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
介
護
機
関
を
含
む
。
）
か
ら
、

次
の
と
お
り
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
五
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

             

ニ
チ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ

ー
狭
山 

ニ
チ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ

ー
飯
能 

ニ
チ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ

ー
北
秋
津 

ニ
チ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ

ー
狭
山
ヶ
丘 

大
河
堂
薬
局 

薬
局
テ
ィ
ー
ダ
北
鴻

巣
店 

名
称 

狭
山
市
富
士
見
一

―
一
五
―
三
八
小

沢
ビ
ル
一
階 

飯
能
市
柳
町
二
三

―
五
メ
ゾ
ン
プ
チ

ボ
ア
一
階 

所
沢
市
北
秋
津
七

七
八
―
四
九
粕
谷

ビ
ル
一
Ｆ 

所
沢
市
狭
山
ケ
丘

一
―
二
九
八
〇
―

四
七
レ
ア
ル
一
〇

一 比
企
郡
小
川
町
青

山
一
四
七
一 

鴻
巣
市
八
幡
田
五

三
二
―
一 

所
在
地 

居
宅
介
護
支
援 

居
宅
介
護
支
援 

居
宅
介
護
支
援 

居
宅
介
護
支
援 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

令
和
二
年
七
月
三
十

一
日 

令
和
二
年
七
月
三
十

一
日 

令
和
二
年
七
月
三
十

一
日 

令
和
二
年
七
月
三
十

一
日 

令
和
五
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
五
年
三
月
三
十

一
日 

廃
止
年
月
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
五
十
一
号 

 
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
医
師
を
指
定
し
た
の
で
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
平
成
五
年
埼
玉
県
規
則
第
三
十

九
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

令
和
五
年
六
月
三
十
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 



清
水 

洋
明 

杉
浦 

彩 

相
馬 

亮
子 

堀 

大
治
郎 

杉
藪 

康
憲 

金
澤 

貴
仁 

野
村 

英
介 

医
師
の
氏
名 

視
覚
障
害 

視
覚
障
害 

視
覚
障
害 

心
臓
機
能
障
害 

心
臓
機
能
障
害 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

指
定
障
害
区
分 

眼
科 

眼
科 

眼
科 

心
臓
血
管
外
科 

内
科 

整
形
外
科 

整
形
外
科 

診
療
科
名 

医
療
法
人
清
水
眼
科
医
院 

杉
浦
眼
科 

秀
和
総
合
病
院 

医
療
法
人
社
団
愛
友
会
上

尾
中
央
総
合
病
院 

医
療
法
人
社
団
明
芳
会
イ

ム
ス
三
芳
総
合
病
院 

医
療
法
人
社
団
鴻
愛
会
こ

う
の
す
共
生
病
院 

上
福
岡
総
合
病
院 

医
療
機
関
の
名
称 

大
里
郡
寄
居
町
大
字
寄
居

千
五
十
七
―
三 

春
日
部
市
中
央
一
―
五
十

―
六 

春
日
部
市
谷
原
新
田
千
二

百 上
尾
市
柏
座
一
―
十
―
十 

入
間
郡
三
芳
町
藤
久
保
九

百
七
十
四
―
三 

鴻
巣
市
上
谷
二
千
七
十
三

―
一 

ふ
じ
み
野
市
福
岡
九
百
三

十
一 医

療
機
関
の
所
在
地 

令
和
五
年
六
月
十
九
日 

令
和
五
年
六
月
十
九
日 

令
和
五
年
六
月
十
九
日 

令
和
五
年
四
月
一
日 

令
和
五
年
四
月
一
日 

令
和
五
年
四
月
一
日 

令
和
五
年
四
月
一
日 

指
定
年
月
日 

 



菅 

康
郎 

平
澤 

一
浩 

石
毛 

達
也 

杉
山 

瑞
恵 

丸
山 

貴
史 

秋
山 

淳 

阿
部 
竜
大 

平
衡
機
能
障
害
、
音

声
・
言
語
機
能
障
害
、

肢
体
不
自
由 

聴
覚
障
害
、
平
衡
機
能

障
害
、
音
声
・
言
語
機

能
障
害
、
そ
し
ゃ
く
機

能
障
害 

聴
覚
障
害 

視
覚
障
害 

視
覚
障
害 

視
覚
障
害 

視
覚
障
害 

脳
神
経
外
科 

耳
鼻
咽
喉
科 

耳
鼻
咽
喉
科 

眼
科 

眼
科 

眼
科 

眼
科 

医
療
法
人
社
団
愛
友
会
上

尾
中
央
総
合
病
院 

戸
田
中
央
総
合
病
院 

こ
ぶ
し
耳
鼻
咽
喉
科
ク
リ
ニ

ッ
ク 

医
療
法
人
社
団
武
蔵
野
会

Ｔ
Ｍ
Ｇ
あ
さ
か
医
療
セ
ン
タ

ー 埼
玉
医
科
大
学
病
院 

医
療
法
人
白
水
会
栗
原
眼

科
病
院 

医
療
法
人
ひ
か
り
会
パ
ー
ク

病
院 

上
尾
市
柏
座
一
―
十
―
十 

戸
田
市
本
町
一
―
十
九
―

三 八
潮
市
大
瀬
五
―
一
―
十

五
Ｓ
Ａ
Ｉ
Ｙ
Ｕ 

三
ｒ
ｄ 

Ｖ

Ｉ
Ｌ
Ｌ
Ａ
Ｇ
Ｅ 

二
Ｆ 

朝
霞
市
溝
沼
千
三
百
四
十

―
一 

入
間
郡
毛
呂
山
町
毛
呂
本

郷
三
十
八 

羽
生
市
下
岩
瀬
二
百
八
十

九 白
岡
市
千
駄
野
千
八
十
六

―
一 

令
和
五
年
六
月
十
九
日 

令
和
五
年
六
月
十
九
日 

令
和
五
年
六
月
十
九
日 

令
和
五
年
六
月
十
九
日 

令
和
五
年
六
月
十
九
日 

令
和
五
年
六
月
十
九
日 

令
和
五
年
六
月
十
九
日 

 



山
田 

和
明 

宮
川 

智 

橘
田 

要
一 

鈴
木 

重
剛 

服
部 

和
裕 

深
井 

翔
太 

今
井 

由
里
恵 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

聴
覚
障
害 

聴
覚
障
害
、
平
衡
機
能

障
害
、
音
声
・
言
語
機

能
障
害
、
そ
し
ゃ
く
機

能
障
害 

そ
し
ゃ
く
機
能
障
害 

音
声
・
言
語
機
能
障
害 

整
形
外
科 

整
形
外
科 

脳
神
経
外
科 

耳
鼻
咽
喉
科 

耳
鼻
咽
喉
科 

消
化
器
外
科 

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン
科 

医

療

法

人

社

団

愛

友

会 

上
尾
中
央
総
合
病
院 

医

療

法

人

社

団

哺

育

会 

白
岡
中
央
総
合
病
院 

埼
玉
み
さ
と
総
合
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
病
院 

鈴
木
耳
鼻
咽
喉
科
医
院 

服
部
ク
リ
ニ
ッ
ク 

社
会
医
療
法
人
ジ
ャ
パ
ン
メ

デ
ィ
カ
ル
ア
ラ
イ
ア
ン
ス
東

埼
玉
総
合
病
院 

埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー 

上
尾
市
柏
座
一
―
十
―
十 

白
岡
市
小
久
喜
九
百
三
十

八
―
十
二 

三
郷
市
新
和
五
―
二
百
七 

三
郷
市
三
郷
二
―
二
―
三

岡
田
ビ
ル
三
Ｆ 

本
庄
市
東
台
四
―
一
―
二

十
二 

幸
手
市
吉
野
五
百
十
七
―

五 上
尾
市
西
貝
塚
百
四
十
八

―
一 

令
和
五
年
六
月
十
九
日 

令
和
五
年
六
月
十
九
日 

令
和
五
年
六
月
十
九
日 

令
和
五
年
六
月
十
九
日 

令
和
五
年
六
月
十
九
日 

令
和
五
年
六
月
十
九
日 

令
和
五
年
六
月
十
九
日 

 



佐
藤 

武
文 

慕 

健 

板
谷 

早
希
子 

仲
村 

一
郎 

西
浦 

義
博 

長
井 

仁
美 

坪
田 

貴
子 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

脳
神
経
内
科 

脳
神
経
内
科 

脳
神
経
内
科 

整
形
外
科
・
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

科 神
経
内
科 

整
形
外
科 

整
形
外
科 

埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー 

埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー 

埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー 

国
立
障
害
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
病
院 

社
会
医
療
法
人
入
間
川
病

院 医

療

法

人

社

団

庄

和

会 

庄
和
中
央
病
院 

医
療
法
人
同
愛
会
熊
谷
外

科
病
院 

上
尾
市
西
貝
塚
百
四
十
八

―
一 

上
尾
市
西
貝
塚
百
四
十
八

―
一 

上
尾
市
西
貝
塚
百
四
十
八

―
一 

所
沢
市
並
木
四
―
一 

狭
山
市
祇
園
十
七
―
二 

春
日
部
市
上
金
崎
二
十
八 

熊
谷
市
佐
谷
田
三
千
八
百

十
一
―
一 

令
和
五
年
六
月
十
九
日 

令
和
五
年
六
月
十
九
日 

令
和
五
年
六
月
十
九
日 

令
和
五
年
六
月
十
九
日 

令
和
五
年
六
月
十
九
日 

令
和
五
年
六
月
十
九
日 

令
和
五
年
六
月
十
九
日 

 



筒
井 

健
太 

森 

仁 

矢
野 

隆 

門
野 

越 

大

 

雅
則 

楠
元 

恵
一 

大
幸 
英
至 

心
臓
機
能
障
害 

心
臓
機
能
障
害 

心
臓
機
能
障
害 

心
臓
機
能
障
害 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

心
臓
内
科 

心
臓
内
科 

心
臓
血
管
外
科 

循
環
器
内
科 

小
児
科 

整
形
外
科 

整
形
外
科 

埼
玉
医
科
大
学
国
際
医
療

セ
ン
タ
ー 

埼
玉
医
科
大
学
国
際
医
療

セ
ン
タ
ー 

深
谷
赤
十
字
病
院 

医
療
法
人
社
団
武
蔵
野
会 

Ｔ
Ｍ
Ｇ
あ
さ
か
医
療
セ
ン
タ

ー 深
谷
赤
十
字
病
院 

蕨
セ
ン
ト
ラ
ル
整
形
外
科 

春
日
部
市
立
医
療
セ
ン
タ
ー 

日
高
市
山
根
千
三
百
九
十

七
―
一 

日
高
市
山
根
千
三
百
九
十

七
―
一 

深
谷
市
上
柴
町
西
五
―
八

―
一 

朝
霞
市
溝
沼
千
三
百
四
十

―
一 

深
谷
市
上
柴
町
西
五
―
八

―
一 

蕨
市
中
央
一
―
十
七
―
三

十
五
ク
リ
エ
イ
ト
ビ
ル
二
階 

春
日
部
市
中
央
六
―
七
―

一 

令
和
五
年
六
月
十
九
日 

令
和
五
年
六
月
十
九
日 

令
和
五
年
六
月
十
九
日 

令
和
五
年
六
月
十
九
日 

令
和
五
年
六
月
十
九
日 

令
和
五
年
六
月
十
九
日 

令
和
五
年
六
月
十
九
日 

 



川

 

大
記 

萩
原 

龍
太 

磯
田 

徹 

勝
部 

健 

筋
野 

容
守 

金
子 

大
介 

数
野 
圭 

じ
ん
臓
機
能
障
害 

じ
ん
臓
機
能
障
害 

心
臓
機
能
障
害 

心
臓
機
能
障
害 

心
臓
機
能
障
害 

心
臓
機
能
障
害 

心
臓
機
能
障
害 

腎
臓
内
科 

腎
臓
内
科 

循
環
器
内
科 

心
臓
血
管
外
科 

内
科
・
循
環
器
内

科 内
科 

心
臓
血
管
外
科 

医

療

法

人

社

団

鴻

愛

会 

こ
う
の
す
共
生
病
院 

埼
玉
医
科
大
学
病
院 

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院

機
構
埼
玉
病
院 

深
谷
赤
十
字
病
院 

医

療

法

人

財

団

明

理

会 

イ
ム
ス
富
士
見
総
合
病
院 

医

療

法

人

社

団

彩

悠

会 

は
す
だ
セ
ン
ト
ラ
ル
ク
リ
ニ

ッ
ク 

医

療

法

人

財

団

明

理

会 

イ
ム
ス
富
士
見
総
合
病
院 

鴻
巣
市
上
谷
二
千
七
十
三

―
一 

入
間
郡
毛
呂
山
町
毛
呂
本

郷
三
十
八 

和
光
市
諏
訪
二
―
一 

深
谷
市
上
柴
町
西
五
―
八

―
一 

富
士
見
市
鶴
馬
千
九
百
六

十
七
―
一 

蓮
田
市
黒
浜
六
百
七
十
八 

富
士
見
市
鶴
馬
千
九
百
六

十
七
―
一 

令
和
五
年
六
月
十
九
日 

令
和
五
年
六
月
十
九
日 

令
和
五
年
六
月
十
九
日 

令
和
五
年
六
月
十
九
日 

令
和
五
年
六
月
十
九
日 

令
和
五
年
六
月
十
九
日 

令
和
五
年
六
月
十
九
日 



青
木 

耕
平 

篠
原 

義
和 

藤
倉 

雄
二 

神
戸 

将
彦 

澤 

貴
広 

 

直
宏 

松
原 

秀
史 

呼
吸
器
機
能
障
害 

呼
吸
器
機
能
障
害 

呼
吸
器
機
能
障
害
、
免

疫
機
能
障
害 

呼
吸
器
機
能
障
害 

じ
ん
臓
機
能
障
害 

じ
ん
臓
機
能
障
害 

じ
ん
臓
機
能
障
害 

呼
吸
器
外
科 

内
科 

感
染
症
・
呼
吸
器

内
科 

Ｅ
Ｒ
総
合
診
療
セ

ン
タ
ー 

内
科 

腎
臓
内
科 

腎
臓
内
科 

医

療

法

人

財

団

明

理

会 

イ
ム
ス
富
士
見
総
合
病
院 

医
療
法
人
社
団
み
の
り
会
メ

イ
プ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク 

防
衛
医
科
大
学
校
病
院 

社
会
医
療
法
人
財
団
石
心

会
埼
玉
石
心
会
病
院 

医

療

法

人

社

団

宏

仁

会 

小
川
病
院 

草
加
市
立
病
院 

防
衛
医
科
大
学
校
病
院 

富
士
見
市
鶴
馬
千
九
百
六

十
七
―
一 

所
沢
市
山
口
三
十
三
―
一

―
二
百
二 

所
沢
市
並
木
三
―
二 

狭
山
市
入
間
川
二
―
三
十

七
―
二
十 

比
企
郡
小
川
町
原
川
二
百

五 草
加
市
草
加
二
―
二
十
一

―
一 

所
沢
市
並
木
三
―
二 

令
和
五
年
六
月
十
九
日 

令
和
五
年
六
月
十
九
日 

令
和
五
年
六
月
十
九
日 

令
和
五
年
六
月
十
九
日 

令
和
五
年
六
月
十
九
日 

令
和
五
年
六
月
十
九
日 

令
和
五
年
六
月
十
九
日 

 



加
藤 

高
晴 

平
沼 

知
加
志 

黒

 

哲
也 

柳 

在
勲 

馬
場 

裕
信 

篠

 

哲
男 

矢
澤 
克
昭 

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
機

能
障
害 

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
機

能
障
害 

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
機

能
障
害 

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
機

能
障
害 

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
機

能
障
害 

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
機

能
障
害 

呼
吸
器
機
能
障
害 

消
化
器
外
科 

消
化
器
外
科 

消
化
器
外
科 

外
科 

外
科 

泌
尿
器
科 

呼
吸
器
内
科 

社
会
医
療
法
人
ジ
ャ
パ
ン
メ

デ
ィ
カ
ル
ア
ラ
イ
ア
ン
ス
東

埼
玉
総
合
病
院 

埼
玉
医
科
大
学
国
際
医
療

セ
ン
タ
ー 

社

会

医

療

法

人

壮

幸

会 
行
田
総
合
病
院 

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院

機
構
埼
玉
病
院 

草
加
市
立
病
院 

医

療

法

人

財

団

明

理

会 

イ
ム
ス
富
士
見
総
合
病
院 

北
本
駅
東
口
ク
リ
ニ
ッ
ク 

幸
手
市
吉
野
五
百
十
七
―

五 日
高
市
山
根
千
三
百
九
十

七
―
一 

行
田
市
持
田
三
百
七
十
六 

和
光
市
諏
訪
二
―
一 

草
加
市
草
加
二
―
二
十
一

―
一 

富
士
見
市
鶴
馬
千
九
百
六

十
七
―
一 

北
本
市
北
本
一
―
八
十
一 

Ａ
Ｓ
Ａ
Ｍ
Ｉ
ビ
ル
二
階 

令
和
五
年
六
月
十
九
日 

令
和
五
年
六
月
十
九
日 

令
和
五
年
六
月
十
九
日 

令
和
五
年
六
月
十
九
日 

令
和
五
年
六
月
十
九
日 

令
和
五
年
六
月
十
九
日 

令
和
五
年
六
月
十
九
日 

 



 

中
谷 

博
之 

長

 

寿
矢 

須
山 

太
助 

白
部 

多
可
史 

伊
藤 

そ
の 

西
田 

和
広 

 

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
機

能
障
害 

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
機

能
障
害 

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
機

能
障
害 

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
機

能
障
害 

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
機

能
障
害 

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
機

能
障
害 

 

内
科 

消
化
器
外
科
・
大

腸
外
科 

泌
尿
器
科 

外
科 

外
科 

消
化
器
外
科 

 

医

療

法

人

社

団

朋

百

会 

戸
田
本
町
ク
リ
ニ
ッ
ク 

埼
玉
県
立
が
ん
セ
ン
タ
ー 

医

療

法

人

社

団

明

芳

会 

イ
ム
ス
三
芳
総
合
病
院 

社

会

医

療

法

人

東

明

会 

原
田
病
院 

草
加
市
立
病
院 

社
会
医
療
法
人
ジ
ャ
パ
ン
メ

デ
ィ
カ
ル
ア
ラ
イ
ア
ン
ス
東

埼
玉
総
合
病
院 

 
戸
田
市
本
町
三
―
九
―
十

六 北
足
立
郡
伊
奈
町
小
室
七

百
八
十 

入
間
郡
三
芳
町
藤
久
保
九

百
七
十
四
―
三 

入
間
市
豊
岡
一
―
十
三
―

三 草
加
市
草
加
二
―
二
十
一

―
一 

幸
手
市
吉
野
五
百
十
七
―

五 

 

令
和
五
年
六
月
十
九
日 

令
和
五
年
六
月
十
九
日 

令
和
五
年
六
月
十
九
日 

令
和
五
年
六
月
十
九
日 

令
和
五
年
六
月
十
九
日 

令
和
五
年
六
月
十
九
日 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
五
十
二
号 

 
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
七
十
八
号
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
の
で
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
平
成
五
年
埼
玉
県
規
則
第

三
十
九
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 



片
山 

直
樹 

田
中 

 

晴
城 

山
川 

貴
史 

森 

優 

池
内 

梨
絵 

庄
司 

拓
平 

医
師
の
氏
名 

肢
体
不
自
由 

心
臓
機
能
障
害 

じ
ん
臓
機
能
障
害 

視
覚
障
害 

視
覚
障
害 

視
覚
障
害 

指
定
障
害
区
分 

く
わ
の
み
本
郷
ク
リ
ニ
ッ
ク 

医
療
法
人
社
団
愛
友
会
上
尾
中
央
総
合
病

院 社
会
医
療
法
人
至
仁
会 

圏
央
所
沢
病
院 

医
療
法
人
社
団
武
蔵
野
会
Ｔ
Ｍ
Ｇ
あ
さ
か

医
療
セ
ン
タ
ー 

北
里
大
学
メ
デ
ィ
カ
ル
セ
ン
タ
ー 

埼
玉
医
科
大
学
病
院 

医
療
機
関
の
名
称 

所
沢
市
本
郷
二
百
六
十
八
―

一 上
尾
市
柏
座
一
―
十
―
十 

所
沢
市
東
狭
山
ヶ
丘
四
―
二

千
六
百
九
十
二
―
一 

朝
霞
市
溝
沼
千
三
百
四
十
―

一 北
本
市
荒
井
六
―
百 

入
間
郡
毛
呂
山
町
毛
呂
本
郷

三
十
八 

医
療
機
関
の
所
在
地 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

令
和
五
年
二
月
七
日 

令
和
五
年
二
月
六
日 

令
和
五
年
一
月
一
日 

令
和
四
年
九
月
三
十
日 

令
和
四
年
五
月
九
日 

辞
退
年
月
日 



 

中
田 

規
之 

風
間 

伸
介 

塚
本 

康
司 

橋 

恒
輔 

鎌
田 

嗣
正 

渡

 

充 

日
詰 

正
樹 

 

肢
体
不
自
由 

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
機

能
障
害
、
小
腸
機
能
障

害 

   

肢
体
不
自
由 

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
機

能
障
害 

呼
吸
器
機
能
障
害 

肢
体
不
自
由 

音
声
・
言
語
機
能
障

害
、
そ
し
ゃ
く
機
能
障

害
、
肢
体
不
自
由 

 

狭
山
中
央
病
院 

埼
玉
県
立
が
ん
セ
ン
タ
ー 

国
立
障
害
者
リ
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
病
院 

蕨
市
立
病
院 

医
療
法
人
啓
仁
会
所
沢
ロ

イ
ヤ
ル
病
院 

埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー 

埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー 

 

狭
山
市
富
士
見
二
―
十
九
―
三
十
五 

北
足
立
郡
伊
奈
町
小
室
七
百
八
十 

所
沢
市
並
木
四
―
一 

蕨
市
北
町
二
―
十
二
―
十
八 

所
沢
市
北
野
三
―
一
―
十
一 

上
尾
市
西
貝
塚
百
四
十
八
―
一 

上
尾
市
西
貝
塚
百
四
十
八
―
一 

 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 



                    

  

小
岩 

 

政
仁 

笠
井 

 

博 

小
久
保 

亜
早
子 

中
島 

 

正
臣 

西
本 

紘
嗣
郎 

牧
田 

茂 

肢
体
不
自
由 

視
覚
障
害 

肢
体
不
自
由 

聴
覚
障
害
、
平
衡
機
能
障

害
、
音
声
・
言
語
機
能
障

害
、
そ
し
ゃ
く
機
能
障
害 

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
機
能

障
害 

肢
体
不
自
由
、
心
臓
機
能

障
害 

秀
和
総
合
病
院 

笠
井
眼
科
医
院 

蕨
市
立
病
院 

耳
鼻
咽
喉
科
中
島
医
院 

埼
玉
医
科
大
学
国
際
医
療
セ
ン

タ
ー 

埼
玉
医
科
大
学
国
際
医
療
セ
ン

タ
ー 

春
日
部
市
谷
原
新
田
千
二
百 

草
加
市
栄
町
三
―
二
―
十
二 

蕨
市
北
町
二
―
十
二
―
十
八 

熊
谷
市
玉
井
一
―
七
十
九 

日
高
市
山
根
千
三
百
九
十
七
―
一 

日
高
市
山
根
千
三
百
九
十
七
―
一 

令
和
五
年
六
月
一
日 

令
和
五
年
五
月
三
十
一
日 

令
和
五
年
四
月
三
十
日 

令
和
五
年
四
月
一
日 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
五
十
三
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
五
年
六
月
三
十
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
コ
ー
ナ
ン
Ｐ
Ｒ
Ｏ
富
士
見
針
ヶ
谷
店 

 
 

 

埼
玉
県
富
士
見
市
大
字
針
ヶ
谷
四
百
六
十
一
―
一
外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
意
見
の
概
要 

 

⑴ 

交
通
問
題 

 

 
 

ア 

工
事
中
に
お
い
て
は
、
工
事
関
係
車
両
が
新
座
市
内
を
通
行
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ 

 
 

 

ま
す
の
で
、
児
童
及
び
生
徒
の
登
下
校
時
に
は
、
交
通
事
故
等
が
生
じ
な
い
よ
う
万
全 

 
 

 

を
期
し
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

イ 

当
該
店
舗
営
業
開
始
後
も
、
店
舗
従
業
員
、
荷
さ
ば
き
車
両
及
び
利
用
者
等
が
新
座 

 
 

 

市
内
を
通
行
す
る
こ
と
、
並
び
に
児
童
及
び
生
徒
が
店
舗
を
利
用
す
る
こ
と
が
想
定
さ 

 
 

 

れ
る
た
め
、
自
動
車
駐
車
場
及
び
自
転
者
等
駐
車
場
の
出
入
口
等
に
適
切
な
交
通
誘
導 

 
 

 

員
の
配
置
や
利
用
者
に
注
意
喚
起
等
を
実
施
し
て
、
交
通
事
故
等
が
生
じ
な
い
よ
う
万 

 
 

 

全
を
期
し
て
く
だ
さ
い
。 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
五
年
六
月
三
十
日
か
ら
令
和
五
年
七
月
三
十
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
五
十
四
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
五
年
六
月
三
十
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
コ
ー
ナ
ン
Ｐ
Ｒ
Ｏ
富
士
見
針
ヶ
谷
店 

 
 

 

埼
玉
県
富
士
見
市
大
字
針
ヶ
谷
四
百
六
十
一
―
一
外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
意
見
の
概
要 

 
 

来
店
者
へ
の
来
退
店
経
路
の
周
知
の
徹
底
を
お
願
い
し
た
い
。 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
五
年
六
月
三
十
日
か
ら
令
和
五
年
七
月
三
十
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
五
十
五
号 

 
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

指
定
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所 

 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川
町
大
字
矢
納
字
高
牛
五
八
六
番
、
五
八
八
番
、
五
八
九
番
一
、
五
九
三

番
、
五
九
九
番
一
、
六
〇
一
番
一
、
六
〇
三
番
一
、
六
〇
四
番
二 

二 

指
定
の
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

三 

指
定
施
業
要
件 

イ 

立
木
の
伐
採
の
方
法 

㈠ 

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

 
 

字
高
牛
五
八
八
番
・
五
八
九
番
一
・
五
九
三
番
・
六
〇
四
番
二
（
以
上
四
筆
に
つ
い
て

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
） 

㈡ 

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。 

㈢ 

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に

係
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

㈣ 

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

ロ 

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種 

 
 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
埼
玉
県
庁

及
び
神
川
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
五
十
六
号 

 
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

指
定
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所 

 

埼
玉
県
飯
能
市
大
字
下
名
栗
字
小
沢
坂
一
四
二
三
番
一 

二 

指
定
の
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

三 

指
定
施
業
要
件 

イ 

立
木
の
伐
採
の
方
法 

㈠ 

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

 
 

字
小
沢
坂
一
四
二
三
番
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
） 

㈡ 

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。 

㈢ 

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に

係
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

㈣ 

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

ロ 

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種 

 
 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
埼
玉
県
庁

及
び
飯
能
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
五
十
七
号 

 
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
二
〇
―
三
八
―
一
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字
上
岩
瀬
字
中
妻
六
百
八
十
八
番
一
外
十
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

五
千
百
十
九
立
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
五
十
八
号 

 
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
二
二
―
十
二
―
一
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字
下
新
郷
字
藤
兵
衛
千
九
百
六
十
五
番
一
外
二
十
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

八
百
二
十
・
六
立
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
五
十
九
号 

 
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
二
一
―
二
八
―
一
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 

児
玉
郡
美
里
町
大
字
南
十
条
字
流
作
場
一
番
四
外
五
筆
、
字
庚
申
塚
三
十
九
番
五
外
三
筆
、

字
川
原
田
七
十
六
番
二
外
八
筆
、
字
渕
ノ
上
五
百
五
十
番
一
、
五
百
五
十
番
四
、
字
柳
原
五
百

五
十
五
番
一
外
三
筆
、
字
稲
荷
下
六
百
三
十
二
番
二
、
六
百
三
十
二
番
二
先
道
路
、
字
上
川
原

六
百
三
十
四
番
一
外
十
筆
、
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１ 調達内容 

 ⑴ 購入等件名及び数量 

   大宮公園清掃・警備業務委託 一式 

 ⑵ 調達案件の仕様等 

   入札説明書及び仕様書による。 

 ⑶ 履行期間 

   令和５年10月１日（日）から令和８年９月30日（水）まで。ただし、翌年度

以降において、歳入歳出予算の当該契約の金額について減額又は削除があった

場合は、当該契約を解除する。 

 ⑷ 履行場所 

   大宮公園 

 ⑸ 入札方法 

   本件入札は、「埼玉県電子入札共同システム」により行う。ただし、同シス

テムの利用者登録をしていない者については、紙媒体による入札書の郵送又は

持参による入札も認める。また、入札金額については、履行期間全体の総価を

入力し、又は記載すること。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に入力され、又は記載された金額に当

該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額

とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を

入札書に入力し、又は記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者

であること。 

 ⑵ 物品の買入れ等に係る入札参加資格に関する告示（令和４年埼玉県告示第747

号）に基づき、業種区分「建築物の管理に関する業務」のＡ等級に格付けされ

た者であること。 

 ⑶ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加

停止等の措置要綱（平成21年３月31日付け入審第513号）に基づく入札参加停止

措置を受けていない者であること。 

 ⑷ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排

除措置要綱（平成21年４月１日付け入審第97号）に基づく入札参加除外措置を

受けていない者であること。 



 ⑸ 令和５年６月30日以前の過去５年間において、国又は地方公共団体が所有し、

又は管理する施設の日常清掃業務（延床面積10,000㎡以上）及び警備業務（人

間警備業務）を受託し、それぞれ１年以上誠実に履行した実績を有する者であ

ること。 

３ 入札書の提出場所等 

 ⑴ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合の提出場所、契約条項を示す場

所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに問合せ先 

   〒330-0803 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町４丁目 埼玉県大宮公園事務所 

  総務管理担当 小林、東 電話048-641-6391（代表） 

 ⑵ 入札説明書及び仕様書の交付方法 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」による場合 

    埼玉県ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「入札情

報公開システム」からダウンロードすること。 

  イ 紙媒体による場合 

    上記⑴の交付場所において交付する（事前に電話により連絡すること。）。 

 ⑶ 入札書受付期間 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」を使用する場合 

    競争入札参加資格の確認を得た日から令和５年８月30日（水）午前９時ま

で 

  イ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合 

   (ｱ) 郵送の場合 

     競争入札参加資格の確認を得た日から令和５年８月29日（火）午後５時

まで 

 なお、書留郵便によること。 

   (ｲ) 持参の場合 

     競争入札参加資格の確認を得た日から令和５年８月30日（水）午前９時

まで 

 ⑷ 開札の場所及び日時 

   埼玉県大宮公園事務所 令和５年８月30日（水）午前10時 

４ その他 

 ⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 



    入札者は、見積もった契約金額に入札保証金の率（100分の５以上）を乗じ

た額を納付するものとする。ただし、埼玉県財務規則（昭和39年埼玉県規則

第18号。以下「財務規則」という。）第93条第２項の規定に該当する場合は、

免除する。 

  イ 契約保証金 

    契約の相手方は、契約金額に契約保証金の率（100分の10以上）を乗じた額

を納付するものとする。ただし、財務規則第81条第２項第１号又は第３号の

規定に該当する場合は、免除する。 

 ⑶ 入札者に要求される事項 

   この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要な書類を

次のいずれかの方法で令和５年８月７日（月）午後５時までに提出し、競争入

札参加資格の確認を得なければならない。また、入札事務の担当者から、提出

した書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」により確認申請する。 

  イ 紙媒体の書類を上記３⑴の提出場所に郵送し、又は持参する。 

 ⑷ 入札の無効 

   次に掲げる入札書は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者の提出した入札書 

  イ 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書 

  ウ 財務規則第97条又は埼玉県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定め

る規則（平成７年埼玉県規則第106号）第９条の規定に該当する入札書 

 ⑸ 契約書作成の要否 

   要 

 ⑹ 落札者の決定方法 

   財務規則第94条の規定に基づいて定められた予定価格の制限の範囲内で最低

の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑺ 手続における交渉の有無 

   無 

 ⑻ 競争入札参加資格の付与 

   上記２⑵に定める競争入札参加資格のない者で入札を希望するものは、埼玉

県ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「競争入札参加資

格申請受付システム」から登録申請を行い、受付票その他の登録に必要な書類

を令和５年７月５日（水）までに埼玉県総務部入札審査課審査担当（〒330-9301 

   埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 電話048-830-5775（直通））



へ送付すること。 

 ⑼ 支払条件 

   発注者埼玉県は、適法な請求書を受理した日から30日以内に委託料を受注者

に支払うものとする。 

 ⑽ その他詳細は、入札説明書及び仕様書による。 

５ Summary 

  ⑴  Nature of the Services Required: 

      Cleaning and security services for Omiya Park 

  ⑵  Deadline for Submissions: 

      By the electronic tender system or in person: 9:00 a.m., August 30,    

      2023 

      By registered mail: 5:00 p.m., August 29, 2023 

  ⑶  Contact Information: 

      Omiya Park Office, Department of City Development, Saitama 

      Prefectural Government. 

Takahana-cho 4, Omiya-ku, Saitama-shi, Saitama-ken 330-0803 

      Ph. 048-641-6391 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
六
十
七
号 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
。 

令
和
五
年
六
月
三
十
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 



１ 調達内容 

 ⑴ 購入等件名及び数量 

   県立学校ペーパーレス支援ソフト導入業務委託 一式 

 ⑵ 調達案件の仕様等 

   入札説明書及び仕様書による。 

 ⑶ 履行期間 

   契約締結日から令和６年３月31日（日）まで 

 ⑷ 履行場所 

埼玉県教育局県立学校部県立学校人事課長が指定する場所 

 ⑸ 入札方法 

   本件入札は、「埼玉県電子入札共同システム」により行う。ただし、同シス

テムの利用者登録をしていない者については、紙媒体による入札書の郵送又は

持参による入札も認める。 

   なお、落札決定に当たっては、入札書に入力され、又は記載された金額に当

該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額

とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を

入札書に入力し、又は記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者

であること。 

 ⑵ 物品の買入れ等に係る入札参加資格に関する告示（令和４年埼玉県告示第747

号）に基づき、業種区分「電子計算に関する業務」のＡ等級に格付けされた者

であること。 

 ⑶ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加

停止等の措置要綱（平成21年３月31日付け入審第513号）に基づく入札参加停止

措置を受けていない者であること。 

 ⑷ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排

除措置要綱（平成21年４月１日付け入審第97号）に基づく入札参加除外措置を

受けていない者であること。 

 ⑸ 国、都道府県から本件業務と種類及び規模が同等以上の業務を過去に請け負

い、誠実に履行した実績のある者（契約の履行中である者を含む。）であるこ

と。 



 ⑹ ＩＳＭＳ認証又はプライバシーマークの認定を受けている者であること。 

３ 入札書の提出場所等 

 ⑴ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合の提出場所、契約条項を示す場

所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに問合せ先 

   〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 埼玉県教育局県

立学校部県立学校人事課働き方改革・組織マネジメント担当 藤田 電話048-

830-6712（直通） 

 ⑵ 入札説明書及び仕様書の交付方法 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」による場合 

    埼玉県ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「入札情

報公開システム」からダウンロードすること。 

  イ 紙媒体による場合 

    上記⑴の交付場所において交付する（事前に電話により連絡すること。）。 

 ⑶ 入札書受付期間 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」を使用する場合 

    競争入札参加資格の確認を得た日から令和５年８月４日（金）午前10時30

分まで 

  イ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合 

   (ｱ) 郵送の場合 

     競争入札参加資格の確認を得た日から令和５年８月３日（木）午後５時

まで 

     なお、書留郵便によること。 

   (ｲ) 持参の場合 

     競争入札参加資格の確認を得た日から令和５年８月４日（金）午前10時

30分まで 

 ⑷ 開札の場所及び日時 

   埼玉県教育局県立学校部県立学校人事課 令和５年８月４日（金）午前11時 

４ その他 

 ⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 

    入札者は、見積もった契約金額に入札保証金の率（100分の５以上）を乗じ

た額を納付するものとする。ただし、埼玉県財務規則（昭和39年埼玉県規則



第18号。以下「財務規則」という。）第93条第２項の規定に該当する場合は、

免除する。 

  イ 契約保証金 

    契約の相手方は、契約金額に契約保証金の率（100分の10以上）を乗じた額

を納付するものとする。ただし、財務規則第81条第２項第１号又は第３号の

規定に該当する場合は、免除する。 

 ⑶ 入札者に要求される事項 

   この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要な書類を

次のいずれかの方法で令和５年７月14日（金）午後３時までに提出し、競争入

札参加資格の確認を得なければならない。また、入札事務の担当者から、提出

した書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」により確認申請する。 

  イ 紙媒体の書類を上記３⑴の提出場所に郵送し、又は持参する。 

 ⑷ 入札の無効 

   次に掲げる入札書は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者の提出した入札書 

  イ 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書 

  ウ 財務規則第97条又は埼玉県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定め

る規則（平成７年埼玉県規則第106号）第９条の規定に該当する入札書 

 ⑸ 契約書作成の要否 

   要 

 ⑹ 落札者の決定方法 

   財務規則第94条の規定に基づいて定められた予定価格の制限の範囲内で最低

の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 ⑺ 手続における交渉の有無 

   無 

 ⑻ 競争入札参加資格の付与 

   上記２⑵に定める競争入札参加資格のない者で入札を希望するものは、埼玉

県ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「競争入札参加資

格申請受付システム」から登録申請を行い、受付票その他の登録に必要な書類

を令和５年７月６日（木）までに埼玉県総務部入札審査課審査担当（〒330-9301 

   埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 電話048-830-5775（直通））

へ送付すること。 

 ⑼ 支払条件 



   発注者埼玉県は、適法な請求書を受理した日から30日以内に当該委託料を受

注者に支払うものとする。 

 ⑽ その他詳細は、入札説明書及び仕様書による。 

５ Summary 

 ⑴ Nature of Services Required: 

 Introduction of Paperless Software Tool for Saitama Prefectural  

 Schools 

 ⑵ Deadline for Submissions: 

 By the electronic bidding system: 10:30am August 4, 2023 

 By registered mail: 5:00pm August 3, 2023 

 In person: 10:30am August 4, 2023 

 ⑶ Contact Information: 

 Prefectural Schools Management and Personnel Division 

 Prefectural Schools Department, Education Bureau  

 Saitama Prefectural Government 

 3-15-1 Takasago, Urawa-ku, Saitama-shi, Saitama-ken 330-9301 

 Phone: 048-830-6712 
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始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
六
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
五
年
六
月
三
十
日 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長 

酒 

井 

敦 

司 
 

 
 

 



 

騎
西
鴻
巣
線 

路
線
名 

行
田
市
大
字
埼
玉
字
片
原
通
三
五
三
一
番
一
地

先
か
ら 

同
市
大
字
埼
玉
字
下
屋
敷
通
四
六
五
四
番
一
地

先
ま
で 

供
用
開
始
の
区
間 

令
和
五
年
六
月
三
十
日 

供
用
開
始
の
期
日 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
七
日
付
け
埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長

告
示
第
八
号
で
告
示
し
た
道
路
予
定
区
域
の
一
部
供
用
開
始
で
あ

る
。
延
長
四
七
八
・
三
〇
メ
ー
ト
ル 

備 
 
 

考 



告

示 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
十
二
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
六
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
五
年
六
月
三
十
日 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長 

酒 

井 

敦 

司 
 

 
 

 



 

 

行
田
蓮
田
線 

路
線
名 

行
田
市
大
字
埼
玉
字
百
塚
通
四
九
五
九
番
一
地

先
か
ら 

同
市
大
字
埼
玉
字
百
塚
通
四
八
六
二
番
一
地
先

ま
で 

供
用
開
始
の
区
間 

令
和
五
年
六
月
三
十
日 

供
用
開
始
の
期
日 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日
付
け
埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事

務
所
長
告
示
第
七
号
で
告
示
し
た
道
路
予
定
区
域
の
一
部
供
用
開

始
で
あ
る
。
延
長
三
五
一
・
八
〇
メ
ー
ト
ル 

備 
 
 

考 



告

示 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
七
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
六
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 
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長 

（
メ
ー
ト
ル
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告

示 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
八
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
六
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
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務
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関
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栗
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名 

幸
手
市
大
字
惣
新
田
字
菱
沼
六
三
七
〇
番
二

地
先
か
ら
同
市
大
字
西
関
宿
字
向
河
岸
二
八

〇
番
四
地
先
ま
で 

供 

用 

開 

始 

の 

区 

間 

令
和
五
年
六
月
三
十
日 

供 

用 

開 

始 

の 

期 

日 

 

令
和
五
年
六
月
三
十
日
付
け
埼
玉
県
杉
戸
県

土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
七
号
で
告
示
し
た

道
路
予
定
区
域
の
供
用
開
始
で
あ
る
。 

 

延
長 

五
八
四
・
七
〇
メ
ー
ト
ル 

備 
 
 
 
 
 

考 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
四
十
五
号 

 
埼
玉
県
知
事
選
挙
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
た
め
、
令
和
五
年
七
月
一
日
か
ら
埼
玉
県
知
事

選
挙
の
期
日
ま
で
の
間
、
埼
玉
県
の
区
域
に
お
い
て
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

六
十
七
号
）
、
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
及
び

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
並
び

に
こ
れ
ら
の
法
律
に
基
づ
く
政
令
の
規
定
に
よ
る
す
べ
て
の
直
接
請
求
又
は
解
職
の
請
求
の
た
め

の
署
名
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

令
和
五
年
六
月
三
十
日 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

岡 

田 

昭 

文 

  



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
四
十
六
号 

 
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項

第
二
号
（
他
の
政
令
に
お
い
て
準
用
し
、
又
は
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
不
在
者

投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
か
ら
、
次
の
と
お
り
所
在
地
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
五
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
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昭 
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旧 新 

 

医
療
法
人
啓
仁
会 

介
護
老
人
保
健
施
設 

所
沢
ロ
イ
ヤ
ル
の
丘 

施
設
の
開
設
主
体
及
び
名
称 

埼
玉
県
所
沢
市
大
字
北
野
二
千
八
百

五
十
一
番
地
一 

埼
玉
県
所
沢
市
北
野
三
丁
目
一
番
地

十
六 

所 
 

在 
 

地 



告

示 

埼
玉
県
監
査
委
員
告
示
第
十
号 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
九
十
九
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第

四
項
の
規
定
に
基
づ
き
監
査
を
実
施
し
た
の
で
、
同
条
第
九
項
の
規
定
に
基
づ
く
監
査
の
結
果
に

関
す
る
報
告
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

小 
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埼
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監
査
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埼
玉
県
監
査
委
員 

武 
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埼
玉
県
監
査
委
員 

岡 
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優 



令和４年度第４回定期監査結果の報告について 

 

 監査委員は、地方自治法（以下「法」という。）第 199 条第１項、第２項及び第４項

並びに埼玉県監査基準（以下「基準」という。）に基づき次のとおり監査を実施した。 

 監査の結果について、法第 199 条第９項及び基準第 15 条第１項に基づき報告する。 

 

１ 監査等の種類 

  定期監査（基準第３条第１項第１号） 

 

２ 監査の対象 

（１）対象事務 

   令和３年度、令和４年度における財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管

理及びその他の事務の執行 

（２）対象機関 

   地域機関 111 機関（別紙「監査対象機関」のとおり） 

（３）実施期間 

   令和５年１月 10 日～令和５年３月３日 

 

３ 監査の着眼点 

・ 財務に関する事務の執行の監査は、当該事務の執行が適正で経済的、効率的で効 

 果的かどうかを主眼とする。 

・ 経営に係る事業の管理の監査は、当該事務に係る財務に関する事務の執行のほか、 

 会計経理の処理が合理的かつ能率的に行われているかどうかを主眼とする。 

・ 監査対象機関の事務の執行等についての監査は、法令等に従って適正処理されて 

 いるかという観点に加えて、費用対効果に配慮したものとなっているか、所期の成 

 果を上げているかなど、経済性、効率性、有効性の観点を主眼とする。 

 

４ 監査の実施内容 

 基準第８条に基づく実施計画を策定するとともに、同第９条ないし第 13 条の規定

を踏まえて監査を実施した。 

 

５ 監査結果 

 今回報告分の財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理及びその他の事務の

執行は、監査を実施した範囲において、おおむね適正であることを確認した。 

 なお、個別の事務事業に関して、是正又は改善が必要と認められる事項は次のとお

りである。 

 

 



（１）指摘事項 なし 

 

＜参考：指摘事項＞ 

  事務事業の執行等が次の各号のいずれかに該当すると認められるもの 

  ア 事務事業の執行等に重大な誤りがあったため、当該事業の是正又は改善が必要

と認められるもの 

  イ 事務事業の執行等において、その効果が極めて不十分なため抜本的な改善が必

要と認められるもの 

 

（２）注意事項 １件（１機関） 

番号 部局 機関 概      要 

1 

警察本部 東松山警察署  令和３年１０月に締結した東松山駅前交番ほか防犯

カメラ及び周辺機器設置工事について、落札額と異な

った金額で契約書を作成し、さらに、履行後に契約業

者の請求に基づき落札額を支払い契約書の金額誤りに

気が付かないまま事務手続を完了させていたことは不

適切であった。 

 

＜参考：注意事項＞ 

  事務事業の執行等が次の各号のいずれかに該当すると認められるもの 

  ア 事務事業の執行等に誤りがあったため、当該事務の是正又は改善が必要と認め

られるもの 

  イ 事務事業の執行等において、その効果が不十分なため一層の改善、工夫が必要

と認められるもの 

 

  



別紙 

所管部局 監 査 対 象 機 関 

企画財政部 南部地域振興センター、利根地域振興センター 

総務部 上尾県税事務所 

危機管理防災部 消防学校、防災航空センター 

環境部 西部環境管理事務所 

福祉部 西部福祉事務所、中央児童相談所、川越児童相談所、草加児童相談所、

埼玉学園 

保健医療部 鴻巣保健所、東松山保健所、坂戸保健所、幸手保健所 

産業労働部 産業技術総合センター、中央高等技術専門校、川口高等技術専門校 

農林部 農業技術研究センター、病害虫防除所、中央家畜保健衛生所、秩父高

原牧場、花と緑の振興センター  

教育委員会 さきたま史跡の博物館、嵐山史跡の博物館、伊奈学園中学校、上尾鷹

の台高等学校、上尾橘高等学校、上尾南高等学校、いずみ高等学校、

伊奈学園総合高等学校、浦和北高等学校、浦和商業高等学校、浦和東

高等学校、大宮工業高等学校、大宮光陵高等学校、大宮南高等学校、

大宮武蔵野高等学校、小川高等学校、桶川高等学校、桶川西高等学校、

越生高等学校、川口高等学校、川口北高等学校、川口青陵高等学校、

川口東高等学校、川越女子高等学校、川越南高等学校、北本高等学校、

鴻巣女子高等学校、坂戸高等学校、坂戸西高等学校、幸手桜高等学校、

白岡高等学校、進修館高等学校、誠和福祉高等学校、草加高等学校、

草加東高等学校、草加南高等学校、鶴ヶ島清風高等学校、常盤高等学

校、戸田翔陽高等学校、南稜高等学校、鳩ヶ谷高等学校、羽生高等学

校、羽生実業高等学校、羽生第一高等学校、吹上秋桜高等学校、富士

見高等学校、ふじみ野高等学校、三郷高等学校、三郷工業技術高等学

校、八潮高等学校、与野高等学校、和光高等学校、蕨高等学校、上尾

特別支援学校、上尾特別支援学校上尾南分校、上尾かしの木特別支援

学校、浦和特別支援学校、大宮北特別支援学校、大宮北特別支援学校

さいたま西分校、川口特別支援学校、川島ひばりが丘特別支援学校、

けやき特別支援学校、けやき特別支援学校伊奈分校、特別支援学校さ

いたま桜高等学園、草加かがやき特別支援学校、草加かがやき特別支

援学校草加分校、戸田かけはし高等特別支援学校、蓮田特別支援学校、

特別支援学校羽生ふじ高等学園、東松山特別支援学校、東松山特別支

援学校嵐山学園分校、三郷特別支援学校、毛呂山特別支援学校 

警察本部 浦和東警察署、浦和西警察署、大宮西警察署、蕨警察署、川口警察署、

武南警察署、草加警察署、上尾警察署、鴻巣警察署、東入間警察署、

西入間警察署、東松山警察署、小川警察署、羽生警察署、幸手警察署 
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埼
玉
県
監
査
委
員
告
示
第
十
一
号 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
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第
百
九
十
九
条
第
十
四
項
の
規
定
に
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づ

き
、
埼
玉
県
知
事
か
ら
監
査
の
結
果
に
よ
り
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。 
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１  監査の結果「指摘」とした事項 

対 象 機 関 

監査結果の公表年月

日（県報の号数） 
監 査 の 結 果 講 じ た 措 置 

農林部 農業大学校 令和5年3月3日 

（第392号） 

パーソナルコンピュータなどの備品で、所在の確認できないものが

複数台認められるなど、備品管理が不適切であった。 

再発防止のため、次の取組により備品管理の徹底を図った。 

１ 職員の人事異動を踏まえ、年度当初の職員会議において備品管理に関 

する研修会を実施したほか、職員室内に備品管理の留意点を掲示すると 

ともに、毎月実施する朝礼の場で継続的に周知するなど、全職員が備品 

管理の重要性を常に意識するよう取り組んでいる。 

２ 年度当初に使用責任者名を記入した備品一覧リストを転入した職員を 

含めた全職員に配布することにより、使用責任者であることを強く認識 

させ責任を持つよう促した。 

３ 備品の照合及び点検を確実に実施するため、使用責任者が視覚的に備 

品の形状を把握できるよう、物品管理システムの登録情報に当該備品の 

 写真を追加した。  
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令和４年度財政的援助団体等監査結果の報告について 
 

 監査委員は、地方自治法（以下「法」という。）第199条第7項及び埼玉県監査基準（以下「基準」

という。）に基づき次のとおり監査を実施した。 

 監査の結果について、法第199条第9項及び基準第15条第1項に基づき報告する。 

 

１ 監査等の種類 

  財政的援助団体等監査（基準第３条第１項第４号） 

 

２ 監査の対象 

（１）対象事務 

   令和３年度における財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理及びその他の事務の執行  

（２）対象団体 

 ア 出資団体     １４団体 

 イ 指定管理者    １３団体２０施設 

 ウ 補助金等交付団体 １８団体 

（３）実施期間 

   令和４年８月２９日～令和５年３月９日 

 

３ 監査の着眼点 

（１）出資団体については、事業が出資等の目的に沿って適切に運営されているか、契約事務や会計

経理、財産管理等が適切に行われているかを主眼と 

  し、費用対効果をはじめとする経営的な観点にも留意する。 

（２）指定管理者については、公の施設の管理が、管理に当たっての協定や条件として定められた基

準などに従って適切に行われているか、契約事務や 

  会計経理、財産管理等が適切に行われているかなどを主眼とする。 

（３）補助金等交付団体については、県が財政的援助を行っている事業が、補助等の目的に沿って有

効かつ効率的に執行されているか、補助事業等に係 

  る契約事務や会計経理、財産管理等が適切に行われているかなどを主眼とする。 

 

     

４ 監査の実施内容 

  基準第８条に基づく実施計画を策定するとともに、同第９条ないし第13条の規定を踏まえて監査

を実施した。 

 

５ 監査の結果 

（１） 出資団体 

 

監査対象団体 埼玉新都市交通株式会社 

所管部局 企画財政部 

監査実施日 
職員調査 令和４年 ８月２９日 

委員監査 令和４年１０月１７日 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資                 ７００，０００，０００円   

 ・団体の基本財産等           ２，０００，０００，０００円   

 ・県の出資割合                                ３５．０％   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

監査対象団体 公益財団法人いきいき埼玉 

所管部局 県民生活部 

監査実施日 
職員調査 令和４年１１月 ２日 

委員監査 令和５年 １月１９日（書面） 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資                 ５０，０００，０００円   

 ・団体の基本財産等             ８２，０００，０００円   

 ・県の出資割合                                ６１．０％ 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 公益財団法人埼玉県芸術文化振興財団 

所管部局 県民生活部 

監査実施日 
職員調査 令和４年１０月２７日 

委員監査 令和４年１２月１５日 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資                １００，０００，０００円  

 ・団体の基本財産等            １００，０００，０００円  

 ・県の出資割合                               １００．０％ 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 公益財団法人さいたま緑のトラスト協会 

所管部局 環境部 

監査実施日 
職員調査 令和５年 ３月 ９日 

委員監査 令和５年 ３月２９日（書面） 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資                  ５，０００，０００円   

 ・団体の基本財産等             １３，０００，０００円 

 ・県の出資割合                               ３８．５％   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 社会福祉法人埼玉県社会福祉事業団 

所管部局 福祉部 

監査実施日 
職員調査 令和４年 ９月２２日 

委員監査 令和４年１１月 ７日 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資                   １０，０００，０００円   

 ・団体の基本財産等               １０，０００，０００円   

 ・県の出資割合                              １００．０％   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 



 

 

 

 

 

 

 

 

監査対象団体 
地方独立行政法人埼玉県立病院機構（本部、埼玉県立がんセンター、埼玉県立精

神医療センター） 

所管部局 保健医療部 

監査実施日 
職員調査 令和４年 ９月２７日、１０月１４日 

委員監査 令和４年１２月 ２日、１２月１５日 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資             １７，７８９，６３０，２８８円   

 ・団体の基本財産等          １７，７８９，６３０，２８８円   

 ・県の出資割合                              １００．０％   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 公益財団法人埼玉県生活衛生営業指導センター 

所管部局 保健医療部 

監査実施日 
職員調査 令和４年１１月 ９日 

委員監査 令和５年 ２月 ２日（書面） 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資                    ４，０００，０００円   

 ・団体の基本財産等             １０，０１８，０００円   

 ・県の出資割合                               ３９．９％   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 公益財団法人埼玉県産業文化センター 

所管部局 産業労働部 

監査実施日 
職員調査 令和４年１０月１８日 

委員監査 令和４年１２月２８日（書面） 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資                 ５０，０００，０００円   

 ・団体の基本財産等            １５０，０００，０００円   

 ・県の出資割合                               ３３．３％   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 一般財団法人埼玉伝統工芸協会 

所管部局 都産業労働部 

監査実施日 
職員調査 令和４年１２月１６日 

委員監査 令和５年 ３月２３日(書面） 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資                  １，０００，０００円   

 ・団体の基本財産                 ３，０００，０００円   

 ・県の出資割合                               ３３．３％   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 



 

 

 

 

 

 

 

 

監査対象団体 埼玉県土地開発公社 

所管部局 県土整備部 

監査実施日 
職員調査 令和４年１１月２９日 

委員監査 令和４年１２月１５日（書面） 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資                  １００，０００，０００円   

 ・団体の基本財産等            １００，０００，０００円   

 ・県の出資割合                              １００．０％   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 公益財団法人埼玉県公園緑地協会 

所管部局 都市整備部 

監査実施日 
職員調査 令和４年 ９月２０日 

委員監査 令和４年１１月２１日 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資                   ４８，９００，０００円   

 ・団体の基本財産等             ９７，８００，０００円   

 ・県の出資割合                               ５０．０％   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 株式会社さいたまリバーフロンティア 

所管部局 企業局 

監査実施日 
職員調査 令和４年１１月１１日 

委員監査 令和４年１２月１９日（書面） 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資                   ５８，０００，０００円   

 ・団体の基本財産等            １３０，０００，０００円   

 ・県の出資割合                               ４４．６％   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 公益財団法人埼玉県埋蔵文化財調査事業団 

所管部局 教育局 

監査実施日 
職員調査 令和４年 ９月１２日 

委員監査 令和４年１０月２５日 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資                   １０，０００，０００円   

 ・団体の基本財産等             １０，０００，０００円   

 ・県の出資割合                              １００．０％   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 



 

 

 

 

 

（２）指定管理者 

 

 

 

 

 

 

 

監査対象団体 公益財団法人埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センター 

所管部局 警察本部 

監査実施日 
職員調査 令和４年１０月 ４日 

委員監査 令和４年１１月２１日 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資                  ７７９，５８７，０００円   

 ・団体の基本財産等          １，０２８，１６６，９８７円   

 ・県の出資割合                               ７５．８％   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 公益財団法人埼玉県芸術文化振興財団 

所管部局 県民生活部 

監査実施日 
職員調査 令和４年１０月２７日 

委員監査 令和４年１２月１５日 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料 

 彩の国さいたま芸術劇場          ８５４，１６９，０００円  

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 丹青社・サイオー共同事業体 

所管部局 危機管理部 

監査実施日 
職員調査 令和４年１０月２０日 

委員監査 令和５年 ３月 ８日(書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料 

 防災学習センター              ８０，１３４，０００円   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 公益財団法人埼玉県生態系保護協会 

所管部局 環境部 

監査実施日 
職員調査 令和４年 ９月 ８日 

委員監査 令和４年１１月１４日 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料        

 自然学習センター・北本自然観察公園      ６５，２１１，０００円  

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 



 

 

 

 

 

 

 

監査対象団体 株式会社自然教育研究センター 

所管部局 環境部 

監査実施日 
職員調査 令和４年１２月 ８日 

委員監査 令和５年 １月３０日（書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料  

 さいたま緑の森博物館            ２５，０００，０００円  

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 株式会社秩父開発機構 

所管部局 環境部 

監査実施日 
職員調査 令和４年１０月２４日 

委員監査 令和４年１１月２８日 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料 

 長瀞射撃場                 １３，９０９，６６７円  

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 社会福祉法人埼玉県社会福祉事業団 

所管部局 福祉部 

監査実施日 
職員調査 令和４年 ９月２２日 

委員監査 令和４年１１月 ７日  

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料 

 嵐山郷                  ５２５，２９６，０００円   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 社会福祉法人埼玉県社会福祉事業団 

所管部局 福祉部 

監査実施日 
職員調査 令和４年１１月１７日 

委員監査 令和５年 １月１３日（書面）  

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料 

 そうか光生園障害者歯科診療所        ５３，３０２，０００円   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 株式会社コンベンションリンケージ 

所管部局 産業労働部 

監査実施日 
職員調査 令和５年 １月１６日 

委員監査 令和５年 ３月２８日(書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料 

 東部地域振興ふれあい拠点施設          １１５，７５４，１８７円   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 



 

 

 

 

 

 

 

監査対象団体 ＮeＣＳＴ 

所管部局 産業労働部 

監査実施日 
職員調査 令和４年１２月１３日 

委員監査 令和５年 ３月２０日（書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料  

 西部地域振興ふれあい拠点施設          １００，０９１，３４０円   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 公益社団法人埼玉県農林公社 

所管部局 農林部 

監査実施日 
職員調査 令和４年 ９月１６日 

委員監査 令和４年１０月２５日 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料  

  種苗センター                  １３７，１７５，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 公益社団法人埼玉県農林公社 

所管部局 農林部 

監査実施日 
職員調査 令和４年１０月３１日 

委員監査 令和５年 ３月２９日（書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料  

  県民の森                     １７，９６８，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 公益社団法人埼玉県農林公社 

所管部局 農林部 

監査実施日 
職員調査 令和５年 １月１２日 

委員監査 令和５年 ２月 ８日（書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料  

 森林科学館                    ２１，５７６，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 公益財団法人埼玉県公園緑地協会 

所管部局 都市整備部 

監査実施日 
職員調査 令和４年 ９月 ６日 

委員監査 令和４年１１月 ８日 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料  

  上尾運動公園                  ２６０，８７０，０００円   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 



 

 

 

 

 

 

 

監査対象団体 公益財団法人埼玉県公園緑地協会 

所管部局 都市整備部 

監査実施日 
職員調査 令和５年 １月１１日 

委員監査 令和５年 ２月１５日（書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料  

  秋ヶ瀬公園                   ８５，９９６，０００円   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 公益財団法人埼玉県公園緑地協会 

所管部局 都市整備部 

監査実施日 
職員調査 令和４年１２月 １日 

委員監査 令和５年 １月２６日（書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料  

  戸田公園                   １０４，１８８，９００円   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 大宮第二公園及び第三公園マネジメントネットワーク 

所管部局 都市整備部 

監査実施日 
職員調査 令和４年１０月 ６日 

委員監査 令和４年１２月２８日(書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料  

 大宮第二・第三公園               ７６，２００，０００円  

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 「さきたま彩花」道の会 

所管部局 都市整備部 

監査実施日 
職員調査 令和４年１２月 ６日 

委員監査 令和５年 １月１０日（書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料  

  さきたま緑道・花の里緑道             ２０，７６９，０００円  

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 狭山稲荷山公園パートナーズ 

所管部局 都市整備部 

監査実施日 
職員調査 令和５年 １月２３日 

委員監査 令和５年 ２月２０日（書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料  

  狭山稲荷山公園                  ３２，７８０，０００円   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 



 

 

（３）補助金等交付団体 

 

監査対象団体 学校法人山村学園 

所管部局 総務部 

監査実施日 職員調査 令和５年 ２月１５日 
委員監査 令和５年 ３月２３日（書面） 

財政的援助等

の内容 

（山村学園高等学校、山村国際高等学校） 
１ 私立学校（高等学校等）運営費補助金    ７０４，４３８，０００円 
２ 私立高等学校等父母負担軽減事業補助金     １９８，８８３，１００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 
 

監査対象団体 学校法人小林学園 

所管部局 総務部 

監査実施日 職員調査 令和５年 ２月 １日 
委員監査 令和５年 ２月１７日（書面） 

財政的援助等

の内容 

（本庄東高等学校、本庄東高等学校附属中学校） 
１ 私立学校（高等学校等）運営費補助金    ６４６，６８９，０００円 
２ 私立高等学校等父母負担軽減事業補助金      ５０，９１９，３４０円 
（本庄青葉幼稚園） 
１ 私立学校（幼稚園）運営費補助金      ４５，３１９，０００円 
２ 私立幼稚園等特別支援教育費補助金        ３９２，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 
 

監査対象団体 学校法人武南学園 

所管部局 総務部 

監査実施日 職員調査 令和５年 ２月２２日 

委員監査 令和５年 ３月１６日（書面） 

財政的援助等

の内容 

（武南高等学校） 

１ 私立学校（高等学校等）運営費補助金     ５７６，７６２，０００円 

２ 私立高等学校等父母負担軽減事業補助金        ７１，０８４，９００円 

３ 学校保健特別対策事業費補助金         １，８００，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

 

 

監査対象団体 学校法人秀明学園 

所管部局 総務部 

監査実施日 職員調査 令和５年 ２月１７日 
委員監査 令和５年 ３月１４日（書面） 

財政的援助等

の内容 

（秀明英光高等学校、秀明高等学校、秀明中学校） 

１ 私立学校（高等学校等）運営費補助金     ４９７，５３９，０００円 

２ 私立高等学校等父母負担軽減事業補助金        ９２，４８０，２７０円 

３ 私立高等学校等被災児童生徒授業料等減免事業補助金 １００，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 



 

 

 

 

監査対象団体 学校法人ひまわり学園 

所管部局 総務部 

監査実施日 職員調査 令和５年 １月２６日 
委員監査 令和５年 ２月１７日（書面） 

財政的援助等

の内容 

（ひまわり東幼稚園、ひまわり南幼稚園、ひまわり幼稚園、草加ひまわり幼稚園） 

１ 私立学校（幼稚園）運営費補助金       ２０１，６８７，０００円 

２ 私立幼稚園等緊急環境整備費補助金（新型コロナウイルス感染症対策含む） 
                              １，４２８，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 
 

 

監査対象団体 学校法人橘心学園 

所管部局 総務部、保健医療部 

監査実施日 職員調査 令和５年 ２月 ６日 
委員監査 令和５年 ３月 ２日（書面） 

財政的援助等

の内容 

（幸手看護専門学校） 
１ 私立学校（専修・各種学校）運営費補助金    ８，９１６，０００円 
２ 私立専門学校授業料等減免費補助金            ７，５８３，５００円 
３ 看護師等養成所運営費補助金        ３９，８５１，０００円 
４ 学校保健特別対策事業費補助金          １０１，０００円 

監査の結果 

【指摘事項】 

 令和３年度私立専門学校授業料等減免費補助金の事務において、補助金の対象 

である授業料等の減免の費用の支弁が年度経過後、１０か月以上遅延したことは 

不適切であった。 

 

 

 

監査対象団体 社会福祉法人清幸会 

所管部局 福祉部 

監査実施日 職員調査 令和５年 ３月 ７日 
委員監査 令和５年 ３月２０日（書面） 

財政的援助等

の内容 

（緑風苑、グリーンピア、行田グリーンホーム） 
１ 軽費老人ホームサービスの提供に要する費用補助金 
                         ７０，９３８，１１１円 
２ 地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金 
                         １７，９３０，０００円 
３ 介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業補助金 
                              ７８，０００円 
４ 新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス 
  提供体制確保事業補助金              １，１５０，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 
 

 



 

 

 

監査対象団体 社会福祉法人和心会 

所管部局 福祉部 

監査実施日 職員調査 令和５年 ３月 ８日 
委員監査 令和５年 ３月１６日（書面） 

財政的援助等

の内容 

（杉の里） 
１ 地域密着型サービス等施整備助成事業費等補助金 
                        ８３，９００，０００円 
２ 介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業補助金 
                                  ７０，０００円 
３ 新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス 
   提供体制確保事業補助金             ２，６６７，０００円 
４ 特別養護老人ホーム等整備事業費県費補助金（令和２年度繰越分） 
                       ２６５，０００，０００円 
５ 介護ロボット普及促進事業費等補助金        ８２６，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 
 

監査対象団体 社会福祉法人安誠福祉会 

所管部局 福祉部 

監査実施日 職員調査 令和５年 ２月 ８日 
委員監査 令和５年 ３月１４日（書面） 

財政的援助等

の内容 

（ルーエハイム、ハーティハイム、ファインハイム、安誠園、はにわの里、安らぎ

の里） 
１ 軽費老人ホームのサービスの提供に要する費用補助金 
                        ６２，５５６，４６０円 
２ 介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業補助金 
                           ５０５，０００円 
３ 新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス 
   提供体制確保事業補助金            １１，９９８，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 
 

監査対象団体 社会福祉法人狭山福祉会 

所管部局 福祉部 

監査実施日 職員調査 令和５年 ２月１０日 
委員監査 令和５年 ２月２１日（書面） 

財政的援助等

の内容 

（さやま苑、柏苑） 
１ 軽費老人ホームのサービスの提供に要する費用補助金 
                        ６２，４９７，２０６円 
２ 地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費補助金 ７，８７１，０００円 
３ 介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業補助金 
                            ６０，０００円 
４ 新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス 
   提供体制確保事業補助金               ８３４，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 
 



 

 

 

監査対象団体 社会福祉法人美光会 

所管部局 福祉部 

監査実施日 職員調査 令和５年 ３月 ２日 
委員監査 令和５年 ３月１５日（書面） 

財政的援助等

の内容 
（みさき苑） 
地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金    ６９，６５６，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 
 

 

監査対象団体 社会福祉法人たてば友愛会 

所管部局 福祉部 

監査実施日 職員調査 令和５年 ２月２０日 
委員監査 令和５年 ３月１６日（書面） 

財政的援助等

の内容 

（桃寿苑） 
軽費老人ホームのサービスの提供に要する費用補助金 
                        ６２，７４３，６６０円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 
 

 

監査対象団体 社会福祉法人宥和 

所管部局 福祉部 

監査実施日 職員調査 令和５年 ２月２７日 
委員監査 令和５年 ３月１６日（書面） 

財政的援助等

の内容 

（トマト村、グリーンピース） 
１ 軽費老人ホームのサービスの提供に要する費用補助金 
                         ３３，２４１，６５８円 
２ 地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金   ２２，５６１，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 
 

 

監査対象団体 社会福祉法人健友会 

所管部局 福祉部 

監査実施日 職員調査 令和５年 ２月２４日 
委員監査 令和５年 ３月１４日（書面） 

財政的援助等

の内容 

（みなみかぜ、みなみかぜ・燦、陽だまり、こもれび） 
１ 地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金  ５２，７９９，０００円 
２ 外国人のための環境整備事業補助金                １１１，０００円 
３ 介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業補助金 
                            １６５，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 
 

 



 

 

監査対象団体 社会福祉法人武蔵会 

所管部局 環境部、福祉部 

監査実施日 職員調査 令和５年 ３月 １日 
委員監査 令和５年 ３月１４日（書面） 

財政的援助等

の内容 

（ケアハウス武蔵台、清流苑、第２清流苑） 
１ 埼玉県民間事業者CO2排出削減設備導入補助金   １，０９０，０００円 
２ 軽費老人ホームのサービスの提供に要する費用補助金 
                        ３２，０７４，４０５円 
３ 地域介護・福祉空間設備等施設整備事業費補助金 ７，４９１，０００円 
４ 地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金  ９，５２４，０００円 
５ 介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業補助金 
                           １２０，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 
 

 

監査対象団体 日高市商工会 

所管部局 産業労働部 

監査実施日 職員調査 令和５年 １月２４日 
委員監査 令和５年 ２月２１日（書面） 

財政的援助等

の内容 
１ 小規模事業経営支援事業費補助金         ３５，３０５，８８６円 
２ 中小企業経営力向上事業費補助金                    ５４０，０００円   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 
 

 

監査対象団体 寄居町商工会 

所管部局 産業労働部 

監査実施日 職員調査 令和５年 ２月１３日 
委員監査 令和５年 ２月２１日（書面） 

財政的援助等

の内容 

１ 小規模事業経営支援事業費補助金        ３１，０３４，３１０円 
２ 地域商業・商店街活動応援事業補助金              ２５０，０００円  
３ 中小企業経営力向上事業費補助金         ８６０，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

監査対象団体 株式会社ベネッセスタイルケア 

所管部局 福祉部 

監査実施日 職員調査 令和５年 ２月 ３日 
委員監査 令和５年 ２月２１日（書面） 

財政的援助等

の内容 

（リハビリホームまどか蕨他２５施設） 
１ 地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金 
                         ３２，１５０，０００円 
２ 介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業補助金 
                                     ７５５，０００円 
３ 新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス 
   提供体制確保事業補助金             ２２，６６２，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 
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